
イ
ラ
ン
立
憲
革
命
と
地
域
紅
曾

|
|
ギ

l
ラ

l
ン
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
中
心

に
|
|
|

黒

田

卓

は

じ

め

に

一
新
開
設
行
に
関
す
る
基
礎
的
デ
ー
タ

1

州
ア

ン
ジ
ョ
マ
ン
夜
行
紙

2

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
夜
行
紙
以
外
の
新
聞

二

州

ア

ソ
ジ
ョ
マ

γ
の
討
議
と
活
動

-
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
討
議
内
容

2

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
活
動
と
問
題
勲

三

州

ア

ン
ジ
ョ

マ
ン

の
寅
像
と
他
集
圏
と
の
関
係

-
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
法
制
的
位
置
と
貧
相

2

州
ア
ン
ジ
司
マ
ン
と
他
集
園
と
の
関
係

結
び
に
か
え
て

-155-

t主

じ

め

tこ
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に
由
来
す
る
言
葉
で
、
本
来
的
に
は
「
集
舎
・
結
社
・
圏
腫
」

な
ど
を
意
味
し
た
。
し
か
し
こ
の
語
が
「
政
治
的
結
社
」
の
意
味
合
い
で
頻
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
イ
ラ
ン
近
代
政
治
史
上
の
一
大
童

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
と
は
パ
フ
ラ
ヴ
ィ

l
語
(
中
期
ベ
ル
シ
ア
語
〉
の
町
白
ロ
ザ

B
白ロ
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期
を
成
す
立
憲
革
命
期
(
一
九
O
五
1
一
九
一
一
年
〉
に
お
い
て
で
あ
る
。

一
九
世
紀
末
に
は
世
俗
的
科
目
を
教
授
す
る
新
式
事
校
の
建
設
、
公
共
園
書
館
や
印
刷
所
の
設
立
な
ど
の
文
化
的
啓
蒙
事
業
を
主
眼
と
す
る

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
政
府
高
官
、
大
商
一
人
な
ど
を
含
む
知
識
人
に
よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
た
が
、

立
憲
革
命
前
夜
に
な
る
と
、

い
く
つ
か
の
ア
ン
ジ

ョ
マ
ン
は
、

西
欧
起
源
の
政
治
思
想
や
概
念
を
イ
ス
ラ

l
ム
の
文
脈
で
阻
鴨
、
停
播
さ
せ
な
が
ら
、
カ

l
ジ
ャ

l
ル
朝
専
制
瞳
制
を
批
判
し
、

あ
る
種
の
代
議
制
を
組
み
込
ん
だ
政
睦
の
樹
立
を
求
め
る
政
治
運
動
の
組
織
的
母
瞳
へ
と
轄
身
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
秘
密
政
治
結
社
と

憲
法
の
制
定
と
園
民
議
舎
の
開
設
が
承
認
さ
れ
た
第
一
衣
立
憲
制
期
ハ
一
九
O
六
年
八
月
J
一九

し
て
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
共
同
行
動
の
前
に
、

O
八
年
六
月
〉
に
は
、

職
業
・
出
身
地
・
街
匿
・
宗
教
な
ど
の
多
様
な
紐
帯
に
沿
っ
て
彩
し
い
規
模
で
結
成
さ

(
1
〉

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
首
都
テ
ヘ
ラ
ン
の
み
で
そ
の
数
一
二

O
と
も
二

O
Oと
も
い
う
。

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
公
然
化
し
、

園
民
議
舎
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
急
増
は
雨
刃
の
創
と
も
い
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ら
は
議
舎
が
園
王
と
そ
の
政
府
に

-156ー

封
抗
し
て
ゆ
く
上
で
の
民
衆
的
支
柱
で
あ
る
一
方
、

立
憲
涯
内
に
錯
雑
な
利
害
の
劃
立
を
持
ち
込
み
、
政
治
の
不
安
定
と
秩
序
の
素
凱
を
惹
き

起
こ
す
原
因
で
も
あ
?
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

園
民
議
舎
は
一
九

O
七
年
五
月
公
布
の
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
法
(
』
同
ロ
ロ
ロ
・
巾
同
ロ
』

OBS-

}
戸
削
，
U
『

白

ωu『
問
問
]

白

2

0
〈
伶
一
帥
可
曲
口
〉
、

お
よ
び
同
年
一

O
月
制
定
の
憲
法
補
則
に
お
い
て
、

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
「
公
的
」
な
も
の
と
「
非
公
的
」
な
も
の

に
二
大
別
し
、
前
者
に
地
方
行
政
の
一
端
を
措
う
役
割
を
付
興
し
た
。

つ
ま
り
、

「公
的
」
な
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
専
制
韓
制
の
地
方
で
の
象
徴

的
存
在
た
る
知
事
権
力
に
措
抗
す
る
勢
力
と
し
て
育
成
す
る
と
同
時
に
、

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
無
法
賦
態
に
一
定
の
秩
序
と
整
理
を
加
え
る
こ
と

を
目
論
ん
だ
の
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
沿
革
に
閲
し
て
以
上
の
ご
と
く
素
描
で
き
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
は
質
際
に
公
的
な
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
討
議
が
な
さ
れ
、
活
動
が
行
な
わ
れ
た
の
か
、

ま
た
地
域
住
民
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
眺
め
て
い
た
の
か
、
と
い
?
た
事
柄
に
つ
い
て
は

(

2

)

 

現
在
ま
で
充
分
に
解
明
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
献
況
で
あ
る
。
か
か
る
研
究
朕
況
を
些
か
な
り
と
も
打
開
す
る
試
み
と
し
て、

筆
者
は
か

(
3
)
 

っ
て
カ
ス
ピ
海
南
西
岸
に
位
置
す
る
ギ
l
ラ
l
ン
州
を
事
例
に
、
州
ア
ン

ジ
ョ
マ

ン
の
結
成
過
程
や
人
的
構
成
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、



そ
の
際
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
自
瞳
が
護
行
し
た
新
聞
な
ど
の
一
決
史
料
を
遺
憾
な
が
ら
活
用
で
き
な
か
円
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ギ
l
ラ
l
ン
州

で
刊
行
さ
れ
た
数
種
の
新
聞
を
主
な
素
材
に
し
て
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
討
議
や
活
動
、
地
域
住
民
の
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
へ
の
認
識
や
批
剣
の

在
り
方
な
ど
の
検
討
を
逼
し
て
、
同
ア
ン
ジ
ロ
マ
ン
の
貫
態
へ
の
接
近
を
試
み
る
と
と
も
に
、

(

4

)

 

を
も
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

立
憲
制
施
行
が
地
域
社
舎
に
も
っ
て
い
た
意
味

新
聞
護
行
に
闘
す
る
基
礎
的
デ
ー
タ

l 

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
護
行
紙

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
刊
行
し
た
二
種
の
新
聞
|
l
z
h
ミ
。
ミ
g
a間
足
紅
白
ヂ
ミ
志
向

savミ
9
ぉ
=
=
ハ
以
下
メ
ミ
。
S
R
5
4
h
h匙
H
3

と
略

記
〉
紙
と

E
C刷
N
N
Z
Z

紙
ー
ー
ー
に
ま
つ
わ
る
基
本
的
な
デ
l
タ
を
紹
介
す
る
前
に
、

ま
ず
は
立
憲
革
命
期
に
お
け
る
ギ
l
ラ
l
ン
州
で
の
新
聞

-157ー

費
行
朕
況
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

立
憲
制
の
導
入
に
伴
い
言
論
・
出
版
の
自
由
が
ま
が
り
な
り
に
も
保
聾
さ
れ
た
た
め
各
種
新
聞
が
騎
虎
の
勢
い
で
護
行
さ
れ
た
こ
と
は
す
で

(
5〉

に
よ
く
知
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
が
、
ギ

l
ラ
l
ン
州
も
こ
の
例
外
で
は
な
く
、
首
都
テ
へ
ラ
ン
の
一
四
八
紙
、
タ
プ
リ

l
ズ
の
五
一
紙
に
衣
い

(

6

)

 

で
州
都
ラ
シ
ュ
ト
で
二
七
紙
、
そ
れ
以
外
の
都
市
で
三
紙
の
綿
計
三

O
紙
も
の
新
聞
が
相
次
い
で
創
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
創
刊
年
次
別
で
み

る
と
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
三
二
五
年
(
西
暦
一
九
O
七
年
二
月
一
四
日
l
)
九
紙
、
一
一
一
一
一
一
六
年
(
一
九
O
八
年
二
月
四
日
J
)
一
一
一
紙
、
二
二
二
七
年
〈
一

一
三
二
九
年
三
九
二
年
一
月
二
日
l
〉
八
紙
、
年
衣
不

一
三
二
八
年
(
一
九
一

O
年
一
月
三
百
J
〉
六
紙
、

九
O
九
年
一
月
一
一
一
一
一
日
1
)
二
紙
、

明
二
紙
で
あ
り
、

一
三
二
六
・
二
七
雨
年
が
相
封
的
に
不
振
な
の
は
立
憲
制
が
一
時
的
に
機
能
停
止
さ
せ
ら
れ
た
「
小
専
制
」
期
の
政
治
献
況

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
が
主
題
と
す
る
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
存
績
し
た
期
間
(
一
九
O
七
年
八
月
J
一九
O
八
年
六
月
〉
に
創
刊
さ

533 

れ
た
新
聞
一
二
種
に
限
っ
て
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
護
行
地
別
に
分
類
す
れ
ば
、
ラ
シ
ュ
ト
が
九
紙
、

ア
ン
ザ
リ
ー
が
一
紙
、
ラ

l
ヒ
l
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ジ
ャ
l
ン
が
二
紙
で
あ
り
、

決
に
影
響
力
を
測
る
一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
護
行
回
数
に
着
目
し
て
分
類
を
試
み
る
と
、

一
回
J
四
回

ハ五紙)、

五
回
J
一
O
回
(
二
紙
)
、

一
O
回
以
上
(
三
紙
)
、

不
明
(
二
紙
〉
で
、

二
O
競
以
上
護
行
さ
れ
た
も
の
と
な
る
と

na~円、
V

向い

1

1

0
』ア

旬
門
と

h
H
3
3
紙
と
z
見
お
お
さ
・
同
句
、
お
さ
N
H
N
w
w
紙
の
雨
紙
し
か
な
い
(
た
だ
し
前
者
は
後
述
す
る
よ
う
に
途
中
数
貌
を
テ
ヘ
ラ
ン
で
夜
行
し
た
)
。
護
行
主
瞳

が
明
ら
か
な
も
の
は
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
設
行
の
前
記
二
紙
と
ハ
キ
l
カ
ト
・
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
な
る
非
公
的
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
護
行
の
z
旬

S
?

宮
町
=
紙
と
ラ
シ
ュ
ト
の
モ
ジ
ャ
l
へ
デ
ィ
!
γ
護
行
の
a
d
h
o
h
g
ミ
=
紙
の
み
で
、
他
は
殆
ど
個
人
が
編
集
者
(
5
0
佳
品
と
な
っ
て
刊
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
個
人
編
集
型
の
新
聞
が
州
内
で
設
刊
さ
れ
た
新
聞
の
主
流
を
占
め
る
な
か
で
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
護
行
紙
は
異
色
の
存
在
で
あ

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
畢
な
る
個
人
の
意
見
や
主
張
を
表
明
す
る
の
で
は
な
く
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
議
事
録
を
あ
く
ま
で
も
記
事
の
中

心
に
据
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
|
|
後
に
み
る
よ
う
に
そ
の
ス
タ
ン
ス
は
徐
々
に
尉
れ
始
め
る
が
ー
ー
ー
保
ち
績
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
州

内
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
イ
ラ
ン
圏
内
に
お
い
て
も
、
園
民
議
舎
の
討
議
内
容
を
日
々
報
道
し
た
土
足
と
N
R
w
紙
、
お
よ
び
三
年
近
く
に
わ

〈

7
)

た
っ
て
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
州
ア
ン
ジ
コ
マ
ン
が
瑳
行
し
た
z
b
ミ。
s
b
w
同
3
紙
を
一
腰
別
格
と
す
れ
ば
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
猫
自
の
新
聞

を
企
重
し
う
る
力
量
を
備
え
て
い
た
の
は
エ
ス
フ
ア
ハ
l
ン
と
ギ

1
ラ
l
ン
の
そ
れ
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

-158ー

こ
れ
ら
二
種
の

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
護
行
紙
は
稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
衣
に
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
瑳
行
紙
に
闘
す
る
基
本
的
デ
ー
タ
の
紹
介
に
移
ろ
う
。

z
k
g
h
o
s
a
手
町
〉
山
内
N
p
u
w
紙
も

E
C間
目
白
一
泊
こ
紙
も

全
競
を
通
じ
て
四
頁
構
成
で
、

各
頁
の
中
央
に
縦
線
を
引
き
ニ
欄
(
印
O
Bロ
)
を
設
け
て
い
る
。

爾
紙
と
も
印
刷
様
式
は
活
版
(
n
r
s
・
0
8
H
r
c

で
あ
る
。

タ
イ
ト
ル

・
ペ
ー
ジ
(
由
民
ム
o
c
f
る
に
記
載
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、

年
間
諜
約
購
誼
料
は
、

=
k
g
K
0
3
3
・
同
ミ
町
内
向
問
主
紙
、
が
ラ

シ
ュ
ト
と
ギ
l
ラ
l
γ
州
で
三

O
ケ
ラ
l
γ
(
湾
同
ロ
〉
、

イ
ラ
ン
圏
内
他
地
方
で
四
五
ケ
ラ
l
ン
、

カ
フ
カ
l
ス
と
ロ
シ
ア
で
九
ル
l
ブ
リ

(目白ロ帥同)、

E
C刷
N
N
H
W
N
W
-
紙
が
ラ
シ
ュ
ト
と
ギ
l
ラ
l
ン
州
で
二

O
ケ
ラ
l
ン
、
圏
内
他
地
方
で
二
四
ケ
ラ
l
ン
で
あ
る
が
、

一
部
嘗
た
り
の
料

金
に
つ
い
て
は
三
シ
ャ
l
ヒ
l
(
ω
E
Y
H

一
ケ
ラ
1
ン
は
二

O
シ
ャ
l
ヒ
l
に
相
嘗
〉
で
共
通
し
て
い
る
。

因
み
に
、
こ
の
三
シ
ャ
l
ヒ
!
と
い
う
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表1 “Anjoman-e Melli"紙裂行朕況

f虎敷 後行年月日
(ヒジュラ暦)

後行(西年暦月)日 議紙事録またはその要(%約)が
面に占める割合 )※ 

l 1325年Rajab月22日 1907年8月31日 83.2% 

2 1325年Rajab月24日 1907年9月2日 100.0% 

3 1325年Rajab月26日 1907年9月4日 90.2% 

4 1325年Sha'ban月22日 1907年9月30日 49.5% 

表 2 “Gllan"紙裂行状況

務数
愛行年月日 雪量行(西年暦月)日 議紙面事に録占まめたるは割そ合の(%要)約※が※ 
(ヒジュラ暦)

l 1326年 Dhil:lejje月18日 1908年1月22日 40.4% 

2 1326年Dhil:lejje月29日 1908年2月3日 41. 2% 

3 1326年Moharram月8日 1908年2月11日 34.0% 

4 1326年Moharram月17日 1908年2月20日 17.3% 

5 1326年Moharram月28日 1908年3月2日 27.8% 

6 1326年Safar月7日 1908年3月11日 6.5% 

7 1326年Safar月23日 1908年3月27日 0.0% 

8 1326年 Rabi'I月13日 1908年4月15日 23.7% 

9 1326年Rabi'I月20日 1908年4月22日 15.3% 

10 鉄

11 鉄

12 問年JomadaI月3日l附年6月3日l 7.9% 

※、※※:全紙面の行数に占める蛍該議事録またはその要約の行数の割合。ただし書
簡、電報原文などは除く。

-159ー
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債
格
は
、

(
8
)
 

一
九

O
七
年
三
月
現
在
の
ラ
シ
ュ
ト
の
パ
ー
ザ
ー
ル
で
の
物
債
一
覧
に
よ
れ
ば
、
中
位
品
質
の
鶏
卵
一
個
、
パ
ン
四
分
の
一
キ
ロ
、

二
等
品
質
の
米
三
分
の
一
キ
ロ
と
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
。
編
集
者
は

z
bミ
。
3
3
4
足
時
NU--
紙
が
り
与
日
H
o
-
-
冨
自
邑
岳
、

ahC州
内
側
誌
=
紙
の
方

が

恒

8
2
〉
凹
包
N

包
冊
目

r
r
z
E
な
る
人
物
で
あ
る
が
、

し
た
要
因
の
一
つ
は
、
ロ
与
可
。
?
冨
曲
目
印
-mw
が
一
九

O
八
年
初
め
か
ら

z
b怠
マ
同
友
=
と
い
う
名
稽
の
別
個
の
新
聞
を
編
集
し
始
め
た
こ
と

雨
者
の
惇
記
的
情
報
は
目
下
の
と
こ
ろ
判
明
し
な
い
。

た
だ
し
編
集
者
が
交
替

と
あ
る
い
は
閥
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

南
紙
の
護
行
年
月
日
を
銃
数
順
に
並
べ
た
の
が
そ
れ
ぞ
れ
表
1
と
表
2
で
あ
る
。

E
K
同
ミ
む
さ
む
注
目
町
足
同
町
内
刷
=
紙
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ

(
9
)
 

一
九
一
一
年
に
早
く
も
ラ
ビ
ノ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
四
披
分
ま
と
め
て
護
刊
さ
れ

に
一
週
に
四
回
護
行
と
明
記
し
て
は
い
る
も
の
の
、

た
も
の
で
あ
り
、
質
際
に
は
ラ
ジ
て
フ
月
一
一
一
一
目
、
二
四
日
、
二
六
日
、
二
人
目
、

E
C剛
N
b
w
H
u
w

紙
は
一
週
に
二
回
護
行
さ
れ
る
議
定
で
あ
っ
た
が
、

四
日
聞
の
議
事
録
を
形
式
的
に
四
読
に
分
載
し
た
も
の
で

あ
る
。

一方、

表
2
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

護
行
期
間
の
前
半
は
ほ
ぼ

一
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0
日
間
間
隔
、
後
半
に
な
る
と
そ
の
定
期
性
に
も
蹴
れ
が
生
じ
て
く
る
。
な
お
、
筆
者
の
使
用
し
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
事
国
書
館
所
臓
の
同
紙

に
は
第
一

O
、
一
一
蹴
が
歓
落
し
て
い
る
と
は
い
え
、
第
九
競
か
ら
第
一
二
践
の
護
行
間
隔
が
一
か
月
牢
近
く
空
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な

ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
は
大
き
な
獲
化
が
な
か
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。

z
k
g
k
。司
H
Q
W
M
'

向
足
同
町
内
刊
3

紙
が
な
ぜ
一
度
に
四
続
分
の
み
護
行
さ
れ
て
そ
の
後
麿
刊
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ラ
シ
ュ
ト
駐
在
イ
ギ
リ
ス

(

叩

)

副
領
事
ラ
ピ
ノ
の
費
書
の
一
九

O
七
年
九
月
の
僚
に
「
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
日
々
の
討
議
は
記
録
し
な
い
と
決
ま
っ
た
」
と
あ
る
だ
け
で
そ
の
理

由
は
剣
然
と
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
方
針
が
轄
換
さ
れ

z
C匙
刊
誌
=
紙
が
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
紙
と
し
て
再
刊
さ
れ
た
理
由
は
、
同
紙

の
創
刊
競
と
績
く
第
二
競
に
連
載
さ
れ
た
「
現
況
」
と
題
す
る
巻
頭
記
事
か
ら
あ
る
程
度
ま
で
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
記
事
の
執
筆
者
は
、
立

憲
制
の
確
立
と
と
も
に
「
世
界
の
理
性
あ
る
人
々
」
が
驚
嘆
す
る
程
に
「
統
一
・
圏
結
・
友
好
」

合同慰問削』
0

0

3
各
包

o
σ
R
邑
R
O
が
績
ま
っ

た
が
、
暫
く
経
つ
と
「
各
々
の
黛
波
(
官
官
)
が
個
人
的
な
目
的
を
推
進
す
べ
く
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
結
成
し
、

少
し
づ
っ
圏
結
の
痕
跡
が
失
わ

れ
、
言
葉
の
封
立
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
あ
る
種
の
不
正
と
問
題
の
停
滞
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
」
と
現
般
を
捉
え
、
繰
り
返
し
「
樹
立
の



解
消
」
と
「
統
一
の
回
復
」
を
力
説
し
て
い
る
〔
a
の
ま

3.
印

F
r
ゅ

-
T
N
F
N・
4

・
H
N〕
。
加
え
て
、
一
九

O
七
年
一

O
月
に
州
知
事
に
就
任
し

て
以
来
、
立
憲
涯
に
強
硬
な
態
度
で
臨
ん
で
き
た

Z
S
E
S
-
-削
F

同
冨
ロ
〉
S
F
m
〉
ぽ
回
目
が
同
年
二
一
月
に
は
僻
意
を
漏
ら
し
、

事
質
問

紙
創
刊
と
同
じ
頃
に
離
任
し
た
こ
と
も
こ
の
よ
う
な
賦
況
の
悪
化
に
一
層
拍
車
を
か
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
運
動
の
分
裂
賦
態
と
と
も
に
、

州
知
事
不
在
に
伴
う

「
無
政
府
賦
態
」

(
Z
E
E己
同
片
岡
〉
が
世
論
の
求
心
貼
と
し
て
の
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
役
割
を
以
前
に
も
増
し
て
重
大
な
も

の
と
し
、
新
聞
の
護
行
を
促
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
表

1
、
表

2
の
右
欄
に
示
し
た
よ
う
に
、

z
hミ
。
ミ

S
A
ミ
同
5
3
紙
と

E
C忌
Z
3
紙
と
の
聞
に
は
議
事
録
の
紙
面
構
成
に
占

め
る
比
重
の
貼
で
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
が
討
議
内
容
を
細
大
漏
ら
さ
ず
牧
録
す
ベ
く
努
め
て
い
る
の
に
劃
し
、
後
者
は
議

事
録
を
抄
録

p
r
o
-
2
0〉
形
式
に
す
る
一
方
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
立
場
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
論

説
的
記
事
を
数
多
く
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
右
に
述
べ
た
朕
況
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
よ
う
。

つ
ま
り
、
見
解
の
封
立
が
深
ま
る
な
か
で
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州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
重
要
に
な
っ
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
も
は
や
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
が
で
き

(

江

〉

ず
、
そ
れ
が
ま
た
批
判
を
一
手
に
引
き
受
け
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
っ
た
朕
況
に
符
節
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

2 

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
護
行
紙
以
外
の
新
聞

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
活
動
を
績
け
た
全
期
聞
に
わ
た
っ
て
新
聞
刊
行
を
縫
抽
摘
さ
せ
た
の
は
、

aa
匂
『
忠
言
?
同
句
、
H

尚
道
N
H
N
w
w

紙
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
雨
紙
に
は
営
時
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
劃
す
る

多
様
な
見
方
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
充
分
考
察
の
劃
象
に
す
る
債
値
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
併
せ
て
、
護
行
回
数
は
僅
か
五
回
で

既
述
の
通
り

a
h
p同ハミ・

0
h
a
M
F
N
制
送

w
w

紙
と

あ
る
が
、
比
較
的
明
確
な
政
治
的
志
向
性
を
備
え
た
集
固
と
し
て
の
モ
ジ
ャ
l
へ
デ
ィ

l
ン
が
刊
行
し
た

z足
。
旨
宮
、
=
紙
も
採
り
上
げ
る
こ

と
に
し
た
い
(
利
用
し
た
新
聞
は
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
夜
行
紙
と
同
様
、
全
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
皐
園
書
館
が
所
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
〉
。
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)
 

噌よ(
 
Z

N

g

ミ
可
。
N
・
同
お
お
さ
=
紙
:
:
:
表

3
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、

一
九

O
七
年
八
月
四
日
と
い
う
州
内
で
は
創
刊
年
衣
の
最
も
古
い
新
聞
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表3 “Kheyr 01・Kalam"紙夜行朕況(第l年次第22披まで)

波数
愛行年月日 雪量行(西年暦月)日 備 考
(ヒジ、ユラ暦)

1 1325年Jomadan月24日 1907年8月4日 一音~100dinãr (2shahI) 

2 1325年Jomadan月28日 1907年 8月8日 一部圏内3shahi

3 1325年 Rajab月2日 1907年 8月11日

4 1325年 Rajab月8日 1907年 8月17日

5 1325年 Rajab月17日 1907年 8月26日

6 1325年 Rajab月22日 1907年 8月31日

7 1325年 Sha'ban月 1日 1907年 9月9日

8 1325年 Sha'ban月7日 1907年 9月15日

9 1325年 Sha'ban月16日 1907年 9月24日

10 1325年 Ramazan月2日 1907年10月9日

11 1325年 Ramazan月15日 1907年10月22日

12 1325年 Ramazan月24日 1907年10月31日

13 紙(ケ ンブリ ッジ大挙所蔵文註記によると未設行)

14 1325年 Dhil:lejje月25日 1908年 l月29日
ア ヘ ラン瑳行、一部
100dinar 

15 1325年 Dhil:Iejje月29日 1908年 2月2日

16 1326年 Moharram月6日 1908年 2月9日

17 1326年 Safar月2日 1908年 3月6日 ラシュト一部 2shahi

18 1326年 Safar月14日 1908年 3月18日

19 1326年 Safar月23日 1908年 3月27日 テヘラ ン一部 2shahi

20 1326年 Rabi‘E月6日 1908年 5月8日 ラシュト後行一部3shahi

21 1326年 Rabi'n月11日 1908年 5月13日

22 1326年 Rabi'n月19日 1908年 5月21日 本競で一時停刊
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で
あ
る
。

四
頁
構
成
、
活
版
刷
り
で
、

タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
「
週
に
二
回
護
行
・
配
布
さ
れ
る
」
は
ず
で
あ
っ
た
。
年
間
議
約
購
讃

料
は
、
第
一
蹴
か
ら
第
一
一
一
蹴
ま
で
と
第
二

O
競
か
ら
第
二
二
競
ま
で
が
ラ
シ
ュ
ト
で
一
八
ケ
ラ

i
ン
、
他
地
方
で
二

O
ケ
ラ

l
ン
、
カ

フ
カ

l
ス
と
ロ
シ
ア
で
五
ル
l
ブ
リ
、
テ
ヘ
ラ
ン
で
護
行
さ
れ
た
第
一
四
競
か
ら
第
一
九
披
ま
で
が
テ
ヘ
ラ
ン
で
一
五
ケ
ラ
l
ン
、
他
地
方
で
二

O

ケ
ラ
l
ン
、

カ
フ
カ

l
ス
と
ロ
シ
ア
で
四
ル
1
.フ
リ
、

一
部
首
た
り
料
金
は
表
3
中
の
備
考
欄
に
記
し
た
遁
り
で
あ
る
。

編
集
者
は
名
を
宮
司
品
〉
ゲ

o--cemg、
ラ
カ
プ
を
〉
同
印
白

fo--ZoZE--巾
B
E
と
稽
す
る
説
教
師
(
〈
削
ぽ
乙
で
あ
っ
た
。
ギ
l
ラ
l
ン

〈

ロ

〉

州
の
ラ
ン
ギ
ャ
ル
l
ド
の
南
東
に
あ
る

krg-担
任
の
出
身
で
、
一
設
に
よ
る
と
一
九

O
七
年
時
貼
で
七

O
歳
に
達
し
て

い
た
と
い
う
〔
偽記
2
5
4

句
君
、
首
相
勺
凹
ゲ
-
H
N
-
胡
・
品
〕
。

『
ク
ル
ア

l
ン
』
の
章
旬
、

ラ
シ
ュ
ト
や
ア
ン
ザ
リ
l
に
閲
す
る
情
報
記
事
や
書
簡
な
ど
を
除
く
編
集
者
自
身
の
見
解
を
表
白
す
る
記
事
で
は
、

ア
フ
パ

l
ル
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
、
そ
の
解
轄
と
日
常
的
な
事
件
と
の
関
連
づ
け
が
口
語
に
近
い

ハ
J

ア
ィ
l
ス
、

語
り
口
で
絞
越
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
さ
な
が
ら
説
教
守
山
.
N

〉
そ
の
も
の
が
文
字
化
さ
れ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
文
盲
率
が
極
め
て
高
か

っ
た
嘗
時
の
イ
ラ
ン
祉
舎
に
お
い
て
、
説
教
師
が
正
確
で
あ
叶
た
か
否
か
は
と
も
か
く
立
憲
思
想
を
民
衆
の
日
常
に
即
し
た
形
で
俸
達
・
普
及

〈

日

〉

す
る
上
で
多
大
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
人
物
と
彼
が
編
集
し
た
こ
の
新
聞
も

-163ー

そ
の
よ
う
な
典
型
例
と
い
え
よ
う
。
同
紙
の
第
一
四
鋭
か
ら
第
一
九
時
叫
が
テ
ヘ
ラ
ン
で
設
行
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
み
る
こ

と
に
し
た
い
。

(2) 

z~qbas-四
句
、
H
h
Nお
N
H
N
w
w

紙
:
:
:
護
行
朕
況
は
表
4
の
通
り
。

本
紙
も
四
頁
構
成
、

活
版
刷
り
で
あ
る
が
、

護
行
開
隔
に
つ
い
て
は
全

く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
年
間
諜
約
購
讃
料
は
、

な
ぜ
か
第
一
六
披
と
第
二
二
競
だ
け
が
ラ
シ
ュ
ト
で
一
五
ケ
ラ

l
ン
で
、
そ
の
他
の
競
で
は

全
て
州
内
で
一
二
ケ
ラ

1
ン、

他
地
方
で
一
八
ケ
ラ
l
ン
、

ロ
シ
ア

で
六
ル
l
ブ
リ
(
第

一
銭
の
み
四
ル
l
プ
リ
〉
、

一
部
嘗
た
り
料
金
は
第
一
蹴

の
四
シ
ャ

l
ヒ
ー
を
除
け
ば
他
は
全
て
三
シ
ャ
l
ヒ
ー
で
あ
る
。

編
集
者
は

ωau『
包
〉
岳
門
担
問
。
門
日
目
ロ

E
司
2
4
E
ρ
自
己
口
問
。

一
八
七

O
年
カ
ズ
ヴ
ィ
l
ン
に
生
ま
れ
る
が
、

幼
く
し
て
孤
児
と
な
り
、

539 

イ
ラ

ク
の
シ
l
ア
涯
聖
地
に
五
年
間
程
滞
在
し
、
二
二
歳
で

タ
.
フ
リ
ー
ズ
に
赴
き
、

そ
こ
で
基
礎
的
な
勉
皐
を
修
め
た
後
、
ラ
シ
ュ
ト
に
移
り
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表4 “Naslm・eShemal"紙夜行獄況(第1年次第22貌まで)

競数 後行年月日 (ヒジュラ暦) 号室行年月日 (西暦)

1 1325年 Sha‘ban月 2日 1907年 9月10日

2 1325年 Sha'ban月19日 1907年 9月27日

3 1325年 Ramazan月13日 1907年10月20日

4 1325年 Ramazan月28日 1907年11月4日

5 鉄

6 1325年 Shavval月27臼 1907年12月3日

7 1325年 DhiQa‘de月9日 1907年12月14日

8 1325年 DhiQa‘de月13日 1907年12月18日

9 1325年 DhiQa・de月28日 1908年 1月2日

10 1325年 DhiHejje月16日 1908年 1月20日

11 1325年 DhiHejje月27日 1908年 1月31日

12 1326年 Moharram月 7日 1908年 2月10日

13 1326年 Moharram月15日 1908年 2月18日

14 1326年 Safar月 1日 1908年 3月5日

15 1326年 Safar月26日 1908年 3月30日

16 1326年 Rabi・I月12日 1908年 4月14日

17 1326年 Rabi‘I月23日 1908年 4月25日

18 1326年 Rabi‘E月 9日 1908年 5月11日

19 1326年 Rabi・E月27日 1908年 5月29日

20 1326年 JomadaI月(日付記載なし) 1908年 6月 1日以降 l

21 1326年 JomadaI月14日 1908年 6月14日

22 1326年JomadaI月18日(本競で一時停刊) 1908年 6月18日
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(
M〉

住
ん
だ
。

彼
は

そ
の
な
か
で
新
聞
執
筆
の

「
〉
向
田
削
口
町
」
(
停
設
)
と
題
す
る
連
載

コ
ラ
ム
の
一
つ
に
、

あ
る
ア

1
ホ
ン
ド
と
の
問
答
を
載
せ
、

動
機
を
「
イ
ラ
ン
人
と
し
て
の
義
憤

C
ロ各・
0
H
H

帥
巳
官
。
と
イ
ス
ラ
I
ム
教
徒
と
し
て
の
本
性
(

E

H
同

Z
F
E
E百
件
)
が
私
に
こ
の
仕
事
を
選

ば
せ
た
」
と
語
り
、
な
ぜ
故
郷
の
カ
ズ
ヴ
ィ

l
ン
で
新
聞
を
瑳
行
し
な
か
ア
た
の
か
、
と
の
質
問
に
は
「
人
と
し
て
生
ま
れ
し
者
は
、
:
:

計
略
の
手
(
官
ロ
』
0

・ョ

g
S日
与
を
以
て
し
て
も
運
命
の
爪

(nEロ明白
-amgt日
る
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
答
え
、
運
命
的
な
何
か
、

た
と
え
ば
す
で
に
カ
ズ
ヴ
ィ

l
ン
で
の
孤
児
時
代
に
財
産
・
家
屋
な
ど
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

〔

4
2ぎ
・
偽
記
3
R
s
m
Y
H
0・品・
ω〕。

こ
の
新
聞
の
聾
債
を
高
め
た
の
は
、
何
よ
り
も
編
集
者
自
作
の
詩
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
紙
各
競
の
ほ
ぼ
一
頁
分
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
、
時
々

の
政
治
献
況
へ
の
批
剣
・
調
刺
を
主
な
内
容
と
し
て
い
た
。
し
か
し
二
高
ベ
イ
ト
を
越
え
た
と
い
う

ω昌
吉
仏
〉
田
町
民
の
詩
作
品
の
評
債
は

(

日

)

そ
れ
自
瞳
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
立
憲
文
撃
全
睡
の
文
脈
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
本
稿
で
は
詩
以
外
の
散
文
的
記
事
を
専

(3) 
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ら
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。

=
ミ
ミ
車
問
、
.
紙
:
:
:
本
紙
は
前
述
し
た
よ
う
に
五
競
護
行
さ
れ
た
が
、
残
念
な
が
ら
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
事
国
書
館
所
蔵
の
も
の
に
は
第

一
蹴
〈
一
一
一
一
一
一
五
年

ω
Z
3包
月
九
日
/
一
九
O
七
年
一
一
月
一
五
日
附
)
と
第
四
暁
(
一
一
-
一
一
一
五
年
り
Z
司
ゆ
と
巾
月
四
日
/
一
九
O
八
年
一
月
八
日
附
〉

〈

時

)

し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
ラ
ピ
ノ
に
よ
れ
ば
、
最
終
の
第
五
読
は
翌
二
六
年
冨
o
f
R
E
B
月
二
日
(
一
九
O
八
年
二
月
五
日
)
に
護
行
さ
れ
た
。

四
頁
構
成
、
活
版
刷
り
で
、
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
に
は
週
刊

(
E宮
問
。
と
あ
る
。
年
間
諜
約
購
讃
料
は
、
ギ
l
ラ
l
ン
州
で
一
二
ケ
ラ

1
ン、

他
地
方
で
一
五
ケ
ラ

I
ン
、
ロ
シ
ア
で
六
ル

l
プ
リ
、
一
部
嘗
た
り
料
金
は
三
シ
ャ

l
ヒ
ー
で
あ
る
。
な
お
、
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
に
は
自
由

(
グ

D
E官
。
、
卒
等
(
目
。
帥
削
品
。
、
公
正
(
〆

E
E
C
な
る
標
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
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州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
討
議
と
活
動

1 

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
討
議
内
容

一
九

O
七
年
二
月
前
半
に
す
で
に
ラ
シ
ュ
ト
園
民
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン

(g]OBS品
目
叩
]
]
同
・
吉
宮
田
Z
〉
と
呼
ば
れ
る
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
創
設
さ

れ
て
い
た
が
、
同
年
五
月
に
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
法
が
園
民
議
舎
を
通
過
す
る
と
、
ギ
l
ラ
l
ン
州
で
も
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
結
成
の
気
運
が
盛
り

上
が
り
、
好
徐
曲
折
を
鰹
た
後
に
ラ
シ
ュ
ト
の
五
階
層
守

Z
1
1
|ウ
ラ
マ

l
・
有
力
者
・
地
主
・
一
商
人
・
同
職
ギ
ル
ド
ー
ー
が
各
自
の
代

表
〈

S
E
)
を
選
出
す
る
と
い
う
方
式
に
基
づ
い
て
、
同
年
八
月
に
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
正
式
に
護
足
し
た
。
そ
の
代
表
六
名
と
選
出
階
層
な

ど
を
表
示
し
た
も
の
が
表

5
で
あ
る
が
、
選
出
階
層
に
つ
い
て
は
史
料
聞
に
異
聞
が
あ
り
、
と
り
わ
け

E
h
Z句
、
三
-hbお
き
=
紙
に
よ
れ
ば
、

司
と
E
F
UQ
巾
円
山
富
島

B
E
は
地
主
と
ウ
ラ
マ

l
の
二
階
層
か
ら
同
時
に
代
表
に
選
ば
れ
た
た
め
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
の
代
表
権
を
〉
色

ω
Z可
r
r

-166ー

冨
o
f
回
目
白
色
閉
山
巾
N

仰
に
譲
渡
し
た
と
い
わ
れ
る
。

ョ
マ
ン
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
な
い
、

さ
て
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
題
が
採
り
上
げ
ら
れ
、
討
議
に
付
さ
れ
た
の
か
、

ど
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
の
か
、

ま
た
州
ア
ン
ジ

そ
れ
ら
の
こ
と
を
本
章
で
は
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
手
始
め
に
議
事
録
が
よ
り
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
=
h
ミ。
3
b
w
H
4
ミ
と
ひ
と
紙
か
ら
議
題
の
骨
子
を
抽
出
・
整
理
し
た
も
の
を
列
記

し
て
み
よ
う
(
も
っ
と
も
議
事
録
に
は
議
題
の
名
稽
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
議
論
の
切
れ
目
ご
と
に
そ
れ
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
議
事
と
み
な
し
て
、

そ
の
中
心
的
な
テ
1
7
を
筆
者
が
俵
稽
し
た
も
の
で
あ
る
〉
。

ωラ
ジ
ャ
ブ
月
一
一
二
日
の
討
論

地
主
と
農
民
聞
の
関
係
調
整
・
権
利
の
明
確
化

-
税
金
の
徴
牧
問
題
(
州
徴
税
長
官
守
恒
国
同

2
5削

-qる
か
ら
の
提
起
〉
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1907年8月成立の州アンジョマγ代表

選出階層 (tabaqat) アンジョマ
代表名 分ン内の任担務 主な職業

① ② ③ 

Hajji Mo'in 0ト商人
有力者 商 人 議 長 繭商人地主

Mamalek (tojjar) 

Mirza 有力者
地 王 有力者副議長 地 王

Asadollah Khan (a'yan) 

Hajji Seyyed 地主 地主
地主 第一書記 モジ‘ュタヘド‘商 人「守ヲケ

Mahmud (malekin) 
ーマ、一

Hajjl Mirza 同職ギルド
同職ギルド

同職
第二 書 記 モジュタヘド

Mohammad Reza (a手naf) ギルド

Aqa Sheykh ウラマー
ウラマー ウラマー

ウラマーの

Mohammad Reza ('olama) 員

J:lajji 
同職ギルド 同職ギルド 同職ギルド

モジュタヘド

Shari‘atmadar 地 主

表5

選出階層欄の典接:①“Anjoman-eMell'i，" sh. 1，号.1; @ Rabino， Mashru!e-ye Gilan， 
号・ 35-36;③ “Kheyr ol-Kal丘m，"sh.14， 号・ 2-3.

ωラ
ジ
ャ
ブ
月
二
四
日
の
討
論

-
地
主
と
農
民
聞
の
関
係
調
整
(
前
回
の
績
き
〉

.
上
申
・
要
請
案
件
へ
の
封
慮
(
五
件
〉

防
ラ
ジ
て
フ
月
二
六
日
の
討
論

-
馬
車
に
閲
す
る
問
題

上
申
・
要
請
案
件
へ
の
封
慮
(
三
件
)

ωラ
ジ
て
フ
月
二
八
日
の
討
論

取
水
管
理
〈

E
H息
。
に
闘
す
る
問
題

上
申
・
要
請
案
件
ヘ
の
劃
鹿
(
八
件
〉

-167ー

-
z
h
p
問、10
N
'
N
門
お
お
さ
=
紙
の
園
民
議
舎
代
議
士
と
州

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
・
メ
ン
バ
ー
に
劃
す
る
誹
誘
・
中
傷

へ
の
劃
麿

ω
E
A同
』
円
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
解
散
の
任
務
を
負
っ
た

人
物
か
ら
の
経
過
報
告

同

g
B削

の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
解
散
を
勘
告
す
る
書
朕

の
執
筆

以
上
か
ら
議
事
録
に
み
ら
れ
る
議
題
は
、
大
別
す
る
と
二
つ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、

よ
り
正
確
を
期
す
る
と
一
一
一
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
類
別
可
能
な
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
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州
内
全
般
、

あ
る
い
は
か
な
り
康
範
囲
に
係
わ
る
問
題
|
|
地
主
・
農
民
聞
の
闘
係
調
整
、
税
徴
牧
の
問
題
、
馬
車
や
取
水
管
理
に
闘
す
る
問

題
ー
ー
で
あ
り
、
第
二
は
債
権
回
牧
、
借
金
返
済
、
土
地
購
入
な
ど
を
め
ぐ
る
個
別
的
な
係
争
問
題
が
訴
献
や
上
申
書
の
形
式
で
|
|
そ
れ
ら

は
議
事
鋒
で
は

gg--cg位
、
〆
同
町
内
情
、
-
宮
内
各
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
|
|
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
提
出
さ
れ
、
議
論
さ
れ
る
場
合
で
、
右
記
の

(
口
)

議
題
一
覧
で
は
「
上
申
・
要
請
案
件
へ
の
制
到
底
」
と
し
て

一
括
し
た
二
ハ
件
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
一
該
賞
す
る
。
そ
の
他
に
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
と
し
て
設
定
で
き
る
も
の
は

ラ
ジ
て
フ
月
二
八
日
の
後
半
の
三
つ
の
よ
う
な
個
別
の
地
域
や
事
件
に
麿
急
的
に
劉
躍
す
る
議
題
で
、
問
題

の
個
別
性
か
ら
し
て
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

た
だ
第
二
の
そ
れ
と
異
な
る
の
は
州
ア

ン
ジ

ョ
マ
ン
側
の
主
瞳
的
な

設
意
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
討
議
の
封
象
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
議
題
が
大
き
く
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
匝
別
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、

=
C刊
h
b
w
H
Z

紙
上
の
議
事
抄
録
で
は
も
は
や
個
別
的
な
問
題
に
閲
し
て
は
、

「代
表
諸
氏
は
上
申
書
委
員
舎

(
EE
m
q
z・0
ピ
忠
む

に
行
っ
た
」

と
の
み
記
述
さ
れ
、

個
々
の
上
申
書
の
中
味
と
そ
の
検
討
過
程
や
庫
理
方
法
は
一
切
割
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら

-168-

れ
よ
う
。

地
主
・
農
民
聞
の
閥
係
調
整
と
税
牧
問
題
は
次
節
に
譲
る
と
し
て
、
馬
車
に
闘
す
る
問
題
と
取
水
管
理
に
闘
す
る
問
題
を
質
例
に
、
州
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
が
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
課
題
を
ど
の
よ
う
な
方
向
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
馬
車
に
闘
す

る
問
題
に
つ
い
て
は

馬
車

2
2
8
r
r
o
O
R
R
H包巾
〉
に
関
す
る
議
論
が
行
な
わ
れ
た
。

一
つ
は
街
路
と
パ
ー
ザ
ー
ル
の
修
復
へ
の
援
助
に
つ
い
て
で
、
通
路
の
荒

躍
は
そ
れ
に
起
因
し
て
い
る
か
ら
だ
。

二
つ

め
は
何
か
所
か
に
止
め
ら
れ
て
い
る
馬
車
の
〔
停
車
〕
場
に
つ
い
て
、
三
つ

め
は
座
席
と
時

聞
か
ら
み
た
馬
車
の
料
金
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
決
定
は
傑
項
の
形
で
別
に
印
刷
・
出
版
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
が
州
の
現
行

の
候
文
の
一
つ
に
な
る
よ
う
に
〔
メ
ミ
。
ョ

3
4
ミ
忌
ぺ

p
u・4
・N
〕。

と
あ
り
、
他
方
取
水
管
理
に
闘
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

2
2・5
仏
で
あ
れ
関
r
o
B削
B
-
B門
円
で
あ
れ
取
水
管
理
人

(
Eユ
ゲ
)
の
全
て
の
行
動
、

お
よ
び
取
水
管
理
人

・
水
路
差
配
人

C

ロコ帥
E
C



な
ど
の
権
利
に
つ
い
て
、

あ
ら
ゆ
る
決
定
が
な
さ
れ
、

そ
の
篠
項
は
別
に
編
集
・
出
版
さ
れ
よ
う
〔
メ
ミ
。
君

S
4
ミ匙同
-JFω
・噸
-
N
〕。

と
あ
る
。

い
ず
れ
の
ケ
l
ス
で
も
、
委
細
は
不
詳
と
は
い
え
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
何
ら
か
の
明
文
化
さ
れ
た
統
一
的
な
規
準
を
設
け
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
解
決
の
方
向
は
、
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
代
わ
っ
て
第
三
の
そ
れ
が
議
事
の
大
半
を
占
め

る
よ
う
に
な
る

t
C武
宮
=
紙
に
お
い
て
も
、
用
水
路
の
修
理
に
つ
い
て
の
決
定
と
そ
の
内
容
の
刊
行
〔
R
C
忌
誼
~
田
F
H・4
ム〕

や
高
級
品
質
の

冨
己
巴
米
の
ラ
シ
ュ
ト
市
内
へ
の
搬
入
方
法
に
つ
い
て
の
決
定
〔
去
の
に
b
F
3
F
N
-
引
と
な
ど
に
僅
か
に
そ
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
の
は
件
数
が
多
い
た
め
そ
の
代
表
的
な
一
例
の
み
を
多
少
長
く
な
る
が
全
文
次
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

州
内
田
同

E
E
J
、吋白色
J
円
曲

W
E
C
B品
は
〔
衣
の
よ
う
に
〕
不
卒
を
訴
え
た

(
B
O
S
N曲
-rg
各

0
3。
私
は
人
々
に
五
六

O
ト
マ
l
ン

(
S
S
E
H

一
ト
マ
l

ン
は
一

O
ケ
ラ
l

ン
に
相
嘗
〉
を
借
り
て
い
て
返
却
し
た
。

h
p
A
仙
宮
o
V回
目
ヨ
主
同
色
・

3
Z
O回

同

o
z
b
が
債
権
を
も
っ
て
い
た
こ

O

ト
マ
l
ン
は
二
つ
の
期
限
(
目
白
口
る
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
私
は
第
一
の
期
限
の
一

O
ト
マ
l
ン
の
う
ち
三
ト
マ

i
ン
を
返

し
た
。

〔
残
り
の
〕
七
ト
マ
l
ン
の
ゆ
え
に
知
事
側
に
訴
え
ら
れ
、

私
の
息
子
は
連
行
・
拘
留
さ
れ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
苦
心
と
仲
裁
の

-169ー

末
、
私
か
ら
二
高
五
千
デ
ィ
l
ナ

l
ル
が
取
ら
れ
、

そ
し
て
私
の
息
子
は
解
放
さ
れ
た
、

と
。
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
方
か
ら
以
下
の
よ
う
な

内
容
の
要
請
献
が
記
さ
れ
た
。
七
ト
マ
l
ン
の
た
め
に
二
高
五
千
デ
ィ

l
ナ

l
ル
を
取
る
の
は
公
正
か
ら
程
遠
く
、
困
惑
さ
せ
る
こ
と
を

意
園
し
た
も
の
で
、

二
高
五
千
デ
ィ

1
ナ

1
ル
を
返
す
べ
き
だ
、
と
。
以
下
の
内
容
の
返
事
が
知
事
側
か
ら
届
い
た
。
第
一
に
七
ト
マ
l

ン
で
は
な
く
、
二

O
ト
マ

i
ン
で
あ
る
。
第
二
に
五
千
デ
ィ
l
ナ

l
ル
は
役
人
の
手
数
料

(
Z
2ゐ
g
f
B巳
)
で
あ
り
、
後
の
二
ト
マ
l
ン

は
債
権
者
本
人
に
渡
さ
れ
、
役
人
に
は
何
の
牧
入
に
も
な

っ
て
い
な
い、

と
。
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
〔
次
の
よ
う
に
〕

書
き
、4

怒
っ
た
。
債
権

が
た
と
え
二

O
ト
マ

l
ン
で
も
、

そ
れ
は
二
つ
の
期
間
官
。
阻
む
に
お
い
て
で
あ
り
、
第
一
の
期
聞
に
つ
い
て
は
三
ト
マ

l
ン
が
支
携
わ
れ

た
か
ら
、

七
ト
マ
l
ン
が
残
っ
て
い
る
。
ニ
ト
マ
l
ン
は
債
権
の
代
用
に
数
え
ら
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、

そ
の
領
牧
書
を
迭
付
さ

れ
よ
。
借
金
の
字
分
の
う
ち
の
残
額
は
彼
が
安
心
で
き
る
よ
う
期
限
を
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
〔
メ
ミ
。
ョ
3
4
h
h匙
ぺ
各
-
P
引
N
1
ω

〕。

545 

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
前
提
と
し
て
訴
え
た
本
人
が
公
権
力
に
よ
っ
て
不
公
正
な
慮
置
を
被
っ
た
と
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
判
断
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し
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
そ
の
よ
う
に
判
断
し
な
い
場
合
に
は
、
訴
え
ら
れ
た
案
件
そ
の
も
の
が
受
理
さ
え
き
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
人
々
の
請
願
や
権
利
の
擁
護
(
巾

Z
2品
ゲ
白
書
)
は
知
事
の
権
限
に
蹄
属
す
る
。
も
し
あ
る
者
が

知
事
側
に
不
卒
を
も
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が
表
明
で
き
な
い
と
き
に
限
っ
て
、
こ
こ
〔
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
〕
に
来
て
、
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
副
議
長
の
護
言
〔
R
b
ミ。

331ぬ
ミ
匙
ぺ

Fω
・
伊
仏
〕
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
第
二
に
訴
え
た
本
人
の
意
を
瞳
し
書
簡
の
交
換
を

通
し
て
、
知
事
側
と
交
渉
を
重
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
州
知
事
を
頂
貼
と
す
る
公
権
力
が
そ
の
擢
力
を
不
公

正
に
行
使
し
た
と
認
定
し
た
と
き
に
、

不
正
を
受
け
た
嘗
人
の
代
行
者
と
し
て
権
利
の
回
復
に
努
め
る
こ
と
を
本
旨
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

2 

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
活
動
と
問
題
貼

前
節
で
み
た
よ
う
に
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
州
内
の
全
般
的
な
諸
問
題
で
共
通
の
規
準
を
定
め
、
同
時
に
個
々
の
住
民
と
嘗
来
の
樺
力
機
構
と

の
い
わ
ば
仲
介
的
機
能
を
果
た
す
べ
く
活
動
を
展
開
し
た
の
が
事
買
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
全
て
の
住
民
が
承
服
す
る
よ
う

-170-

な
解
決
策
を
提
示
し
え
た
こ
と
を
意
味
し
な
か
司
た
の
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

た
と
え
ば
、
小
作
料
・
租
税
の
不
排
い
や
地
主
と
そ
の
差
配
の
不
嘗
な
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
一
九

O
七
年
春
か
ら
州
内
全
域
で
頻
裂
し
た
農
民

(

国

)

騒
動
を
前
に
し
て
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
地
主
と
農
民
間
の
開
係
調
整
に
着
手
し
、
①
秤
量
慣
行
の
地
域
的
相
遣
を
利
用
し
て
地
主
が
小
作
料

を
不
嘗
に
取
ら
な
い
よ
う
米
五
ク
l
テ
ィ

l
(
約
一
六
五
キ
ロ
)
嘗
た
り
の
標
準
的
な
量
目
の
設
定
、
②
ギ
l
ラ
l
ン
州
の
中
一
核
的
産
業
で
あ
る
養

置
業
に
お
い
て
地
主
へ
の
事
前
通
知
を
篠
件
に
農
民
が
謹
卵
種
を
選
鐸
で
き
る
権
利
の
保
誼
、
③
地
主
の
絹
や
繭
の
取
り
分
の
適
正
化
、
④
地

主
に
よ
る
水
利
料
や
結
婚
許
可
料
の
徴
牧
の
鹿
止
、
な
ど
を
中
心
的
議
題
と
し
て
討
議
し
、
部
分
的
で
は
あ
る
に
せ
よ
地
主
側
か
ら
の
農
民
へ
の

過
度
の
匪
迫
に
歯
止
め
を
か
け
る
方
策
を
摸
索
し
た
〔
メ
ミ
。
ョ

3
4
ミ
忌
ぺ
J
F
Y
引

H
I
台

目
F
N
・
d-Niω
〕
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
〔
州
〕
ア
ン
ジ

(

日

)

ョ
マ
ン
は
地
主
と
農
民
と
の
聞
を
取
り
持
と
う
と
し
て
い
る
」
と
す
る
ラ
ビ
ノ
の
観
察
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
い
え
な
い
が
、
し
か
し
州
ア

(
却
)

ン
ジ
ョ
マ
ン
が
結
果
と
し
て
地
主
|
農
民
閥
係
の
根
幹
に
係
わ
る
小
作
料
の
滅
克
や
土
地
へ
の
権
利
に
つ
い
て
は
論
及
を
回
避
し
、
逆
に
農
民



(
幻
〉

に
地
主
へ
の
小
作
料
支
排
い
を
強
く
迫
っ
た
こ
と
が
、
他
方
で
「
こ
の
園
民
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
よ
っ
て
地
主
|
農
民
間
に
無
慈
悲
な
法

2
E
E
)

が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
は
哀
れ
な
農
民
に
と
っ
て
明
白
な
専
制

(
N
O
E品
向
島

g
ご
で
あ
っ
た
」
〔
定
例
芯
句
、。
F
N
F
h
b
F
3
F
E
4・
ω
〕
と
い
う
評

州
徴
税
長
官
の
提
起
を
受
け
て
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
査
定
税
額
を
越
え
る
超
過
税

債
を
生
み
出
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

(n) 

公
民
皆

o
z
‘
曲
目
白
〉
を
従
来
通
り
徴
牧
す
る
こ
と
を
容
認
し
た
の
み
な
ら
ず
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
成
立
以
前
に
克
税
権
を
獲
得
し
て
い
た
六
つ

(
お
〉

の
同
職
ギ
ル
ド
に
合
計
八
寓
ケ
ラ

l
ン
も
の
追
徴
税
を
課
す
に
際
し
て
側
面
か
ら
の
支
援
を
約
束
し
た
〔
メ
ミ
。
ョ
3
4
h
h忌
ぺ

F
N岨
胡

-HlN〕。

さ
ら
に
は
、

部
分
的
な
改
善
を
圃
り
な
が
ら
も
、
大
枠
で
は
既
存
の
秩
序
を
維
持
せ
ん
と
す
る
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
基
本
的
立
場
は
、
こ
の
ア
ン
ジ
ョ
マ

ン
の
指
導
権
を
掌
握
し
て
い
た
六
名
の
代
表
の
い
ず
れ
も
が
こ
の
地
方
で
権
威
と
影
響
力
を
保
持
し
て
き
た

モ
ジ
ュ
タ
ヘ
ド
、
大
商
人
、

地
主

な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
(
表
5
の
「
主
な
職
業
」
欄
参
照
〉
、
し
か
も
立
憲
制
に
劃
し
本
来
反
劃
な
い
し
懐
疑
的
な
考
え
を
抱
く
者
が
少
な
く
な
か
っ

(

担

)

た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
議
長
職
に
就
い
て
い
た
恒
と
=
冨

oazo-EZ曲
目
巳
岳
で
さ
え
元
来
立
憲
制
に
同
調
し
て
い
な
か
司

た
上
に
、
ギ
l
ラ
l
ン
州
で
も
有
数
の
地
主
で
あ
り
、
な
お
か
つ
ア
ル
メ
ニ
ア
系
、
ギ
リ
シ
ア
系
を
始
め
と
す
る
外
園
系
商
一
人
の
濁
占
市
場
の

観
を
呈
し
て
い
た
繭
取
り
引
き
に
お
い
て
一
九

O
六
年
に
は
一
高
四
千
キ
ロ
と
い
う
州
内
第
四
位
の
生
繭
職
出
量
を
誇
る
大
一
商
人
で
あ
っ
た
か

(

お

)

ら
で
あ
る
。

-171ー

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
代
表
の
奮
守
的
傾
向
と
並
ん
で
、

そ
の
活
動
を
停
滞
に
導
い
た
構
造
上
の
要
因
は
、

そ
れ
が
執
行
機
関
を
依
い
て
い
た
こ

と
、
従
っ
て
あ
る
決
定
を
下
し
て
も
そ
れ
を
書
炊
で
知
事
に
通
告
す
る
だ
け
で
、

そ
の
賓
行
は
知
事
の
善
意
を
待
つ
以
外
に
何
ら
の
有
数
な
方

途
を
も
た
な
か
司
た
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
ハ
ン
マ
ー
ム
の
汚
水
の
湾
化
、

ω巾
ヨ
包
〉
∞
宮
え
は
州
ア
ン
ジ
=
マ
ン
代
表
へ
の
直
接
的
な
批
剣
を
控
え
つ
つ
も
、

モ
ス
ク
が
子
供
用
の
マ
ク
タ
ブ
に
轄
用
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
問
題
の
解
決
、
雨
が
降
る
と
水
浸
し
に
な

、p
o
J

る
H
M同

3
E
N間
同
方
面
道
路
の
修
復
な
ど
の
事
業
が
遅
々
と
し
て
進
捗
し
な
い
明
瞭
な
歓
陥
が
市
政
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン

(g』

0
2ロゐ
Z
E岳
町
仰
い

〔

R
K
E
g
-内
旬
、
足
音
mHF
・-各・由・
4

・ω
l
串〕、

停
染
病
の
温
床
で

を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
し

さ
ら
に

「ア

ン
ジ
ョ
マ
ン
へ
の
演
説
」

な
る
記
事
の
な

547 

か
で
、

「
信
者
の
安
寧
と
地
方
の
繁
祭
の
基
礎
」

で
あ
る
市
政
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
組
織
す
る
必
要
を
強
い
調
子
で
説
い
て
い
る
〔

R

ミ
E
5
4
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h

円
、
足
君
主
u
w
m
F
H0・噸
・M
l
ω

〕。

れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
道
路
の
汚
染
除
去
の
た
め
に
決
定
を
行
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
従
わ
れ
て
い
な
い
。
」

「
数
日
聞
を
費
や
し
て
、
あ
な
た
方
が
用
水
路
の
修
繕
の
た
め
に
決
定
し
た
後
、

〔R
C
E詰
¥
凹
『
・
品
w

咽

-ω
〕
と
の
議
長

そ
れ
は
進
展
を
み
ず
無
数
に
さ

の
護
言
は
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
側
に
執
行
能
力
が
依
如
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
は
い
る
が
、
市
政
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
設
置
す
る
た

め
の
格
別
の
議
論
や
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
司
た
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
シ
ュ
ト
の
街
匝
の
代
表
を
集
め
て
一
九

O
八
年
二
月
七
日
に
市

政
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
正
式
に
誕
生
す
る
と
〔
会
見
E
ぎ
4

缶、活相
puw
p
H
N
u
や

ω
〕
、
同
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
議
長
は
早
速
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
舎
合

に
臨
席
し
、
知
事
不
在
中
に
横
行
し
て
い
た
放
火
・
購
盗
・
暴
行
事
件
な
ど
の
取
り
締
ま
り
の
強
化
と
遅
延
し
て
い
た
公
共
事
業
の
速
や
か
な

遂
行
に
一
致
協
力
す
る
こ
と
を
誓
い
合
っ

た
〔
，

d
に
E
1
F
印、岨
-
H

〕。

ω巾
ミ
邑
〉
各
自
問
が
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
討
論
や
考
案
が
前
進
し
な
い
理
由
の
一
つ
を

E
t
qる
が
な
い
こ
と
」
〔
公
弓
色
刷
、
干
?
宮
崎
ヨ
h
w
h
u
u

日

F
E
覗・
ω
〕
と
鋭
く
見
抜
い
て
い
る
よ
う
に
、
州
ア
ン

ジ
ョ

マ
ン
は
安
定
的
な
財
政
基
盤
を

(
幻
)

確
保
す
る
と
い
う
貼
で
も
弱
貼
を
抱
え
て
い
た
。
市
政
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
資
金
を
引
き
縫
ぐ
た
め
に
、
州
ア

ン
ジ

ョ
マ
ン
は
曾
計
報
告
を
公
開

し
て
い
る
が
〔
R
9
p
p
w
w
p
由・伊
ω
1
品
〕
、
牧
支
と
も
ほ
ぼ
九
千
ケ
ラ

l
ン
ほ
ど
の
主
と
し
て
道
路
の
砂
散
布
や
用
水
路
の
修
理
に
支
出
さ
れ
て

ま
た
牧
支
と
も
約
五
千
ケ
ラ

1
ン
ほ
ど
の
主
に
通
信
費
・
印
刷
費
・
人
件
費
な
ど
の
経
常
的
費
目
に

こ
れ
に
加
え
て
、

「現
金
で
の
資
金
(
三
巴

E
Z

-172ー

い
る
舎
計
報
告
(
禽
計
期
閲
不
明
)
で
も
、

支
出
さ
れ
て
い
る
別
枠
の
舎
計
報
告
(
こ
ち
ら
は
一
九
O
七
年
一
一
一
月
の
テ
ヘ
ラ
ン
で
の
ク
ー
デ
タ
未
迭
に
際
し
て
の
臨
時
的
枚
入
で
、
=
(
川
酬
内
科
ヘ
紙
の
印

刷
所
所
長
に
委
託
〉
に
お
い
て
も
、
前
者
の
牧
入
の
部
に
含
ま
れ
る
パ
ー
ザ
ー
ル
で
集
金
さ
れ
た
一
、
三
五

O
ケ
ラ

l
ン
を
除
外
す
る
と
、

主
要

な
牧
入
源
は
州
内
の
有
力
者
の
自
渡
的
寄
附
に
専
ら
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
財
政
規
模
の
貌
貼
か
ら
み
て
も
、
九
千
ケ
ラ
l
ン
と
い

う
牧
入
額
は
、
そ
の
日
追
い
方
式
令
官
ロ曲目
。
〉
の
小
計
欄
に
記
さ
れ
た
月
日
を
西
暦
に
直
す
と
一
九

O
七
年
二
一
月
初
め
か
ら
翌
年
一
月
末
頃

に
な
る
の
で
一
臆
舎
計
期
聞
を
二
か
月
と
偲
定
し
で
も
、
少
々
年
次
は
下
が
る
が
一
九
一
一
年
の
州
全
睦
の
年
間
総
税
牧
額
二
三

O
高
ケ
ラ
l

(
叩
山
)

ン
は
も
と
よ
り
、
同
期
の
ラ
シ
ュ
ト
と
そ
の
近
郊

(
B
S
S
C
の
六

O
高
ケ
ラ

l
ン
と
比
較
し
て
も
、

い
か
に
徴
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。



州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
貫
像
と
他
集
固
と
の
関
係

l 

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
法
制
的
位
置
と
買
相

前
章
一
で
み
た
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
討
議
や
活
動
が
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
法
の
全
瞳
的
枠
組
の
な
か
に
牧
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
以
前
に

(

却

)

も
推
測
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
護
行
紙
な
ど
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
輪
郭
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
判
断
し
て
も
大
過
な
か

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
同
法
の
意
圃
し
た
地
方
行
政
の
補
完
的
機
能
や
知
事
権
力
へ
の
製
肘
的
機
能
の
大
枠
を
決
し
て
凌
駕
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
ど
う
解
調
停
す
る
か
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
た
と
え
ば
第
一
次
世
界
大
戦
直
前
に
イ
ラ
ン
政

(
鈎
〉

府
法
律
顧
問
を
務
め
た
デ
モ
ル

ニ
イ
は
そ
の
機
能
を
中
央
集
権
化
に
逆
行
す
る
時
期
尚
早
の
分
権
化

2bngSEa-oロ
)
と
把
握
し
、
そ
れ
と

は
全
く
逆
に
、
奮
ソ
連
の
研
究
者
イ
ヴ
ァ
ノ
フ
は
そ
れ
を
政
治
問
題
の
討
議
権
を
剥
奪
す
る
と
と
も
に
、
選
奉
資
格
を
設
け
る
こ
と
で
被
搾
取

(
幻
)

大
衆
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
。
同
法
が
想
定
す
る
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
機
能
を
行
き
過
ぎ
た
分
権
化
へ
の
契
機
と
み
る

の
か
、
あ
る
い
は
大
衆
参
加
を
拘
束
す
る
契
機
と
み
る
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
俊
文
解
揮
に
立
脚
し
て
お
り
、
地
域
住
民

の
同
法

へ
の
認
識
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
の
論
評
で
は
な
い
。

-173ー

そ
こ
で
本
節
で
は
ま
ず
地
域
住
民
が
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
質
態
と
在
る
べ
き
委
を
ど
の
よ
う
に
み
て

い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
州
ア
ン
ジ

(

勾

)

ヨ
マ
ン
代
表
が
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
「
公
的
」
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
〈
曲
三
D
B
S
E
O
H
S
S
C
で
あ
る
と
再
三
強
調
す
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
に
終
始
批
剣
的
で
あ
っ
た
〉
同
包

fo--Eosz-zsz
で
さ
え
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
成
立
以
前
に
結
成
さ
れ
て
い
た
諸
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を

「
非
公
的
」
ア
ン
ジ
ョ
マ

ン
(
"
と
D
B
B
・E
・3
四

7
4円・
0
H
a
gO
と
表
現
し
て
い
る
〔
公
民
た
い
官
、
平
岡
b
N
b
p
・
-
P
E咽

-

H

〕
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。
現
存
し
た
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
異
に
「
公
的
」
で
あ
っ
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
こ
と
は
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
法
に
よ
っ
て
存
在
根
援

549 

を
付
輿
さ
れ
た
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
こ
そ
が
「
公
的
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
「
非
公
的
」
で
あ
る
と
の
見
方
が
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
支
持
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者
・
批
剣
者
双
方
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

E
F
B
E
が
「
議
舎
は
樹
木
で
あ
り
、

各
州
の
園
民
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
園
民
議
曾
の
「
支
部
分
ro〆
E
C
の
一
つ
」
と
し
て
表
象
さ
れ
〔

d刷

N
E
-
-
F
N
引

H

〕
、
〉
『
明
白
σ
o
-
a
云
o
g
-

〔£

hnr見、。
N
l
h
Q
N
b
F之
島
・
メ
制
-
H〕

そ
の
根
が
州

(
o
Z
F
2
D
〈

o
-
3
2
)
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
で
あ
る
」

と
響
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ま
た
車
な
る
分
権
化
の
み
な
ら
ず
、
州
ア

ン
ジ
ョ
マ
ン
が
園
民
議
舎
と
密
に
連
携
し
奮
秩
序
と
は
異
な
る
集
権
化

を
志
向
せ
ん
と
す
る
共
通
認
識
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
公
的
な
地
方
に
お
け
る
議
舎
の
代
表
で
あ
る
と
の
共
通
し
た
理
解
が
前
提
と
し
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
寅
態
と
し
て

の
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
へ
の
批
判
は
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
法
が
設
定
し
た
法
制
的
枠
組
か
ら
そ
れ
が
逸
脱
し
て
い
る
の
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
展
開

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
、
い
ず
れ
も
「
州
」
と
い
う
語
語
に
相
嘗
す
る
弓
削

E
と

S
F可
巳
の
法
篠
文
上
で
の
概
念
定
義
が
暖
昧
で
、

ギ
l
ラ
l
ン
地
方
が
ど
ち
ら
の
行
政
匝
分
範
暗
に
含
め
ら
れ
る
べ
き
か
が
重
大
な
争
貼
と
し
て
浮
上
し
た
。
州
ア

ン
ジ
ョ
マ
ン
法
第
一
候
、
第

4
巾
-S巳
は
知
事
の
い
る
都
市
と
副
知
事
(
ロ
仰
が
r
o
}
f
f
o
E
B
4

五
O
僚
、
第
一
一
五
僚
に
よ
れ
ば
、
巾

Z-a
は
州
知
事
が
駐
在
す
る
中
心
都
市
と
そ
れ
に
附
属
す
る
地
方
知
事
の
い
る

2-身
伴
か
ら
成
り
、

(

お

〉

の
い
る
周
遊
地
直

(rozr)
か
ら
構
成
さ
れ
る
か
ら
、
ア
ン
ザ
リ
ー
や
ラ

l

-174ー

ヒ
l
ジ
ャ

l
ン
の
よ
う
な
知
事
所
在
都
市
を
複
数
擁
す
る
ギ
l
ラ

1
ン
地
方
が
果
た
し
て
4
己
身
三
に
一
該
嘗
す
る
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
疑
義

が
生
じ
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
か
っ
た
。
問
題
の
根
本
的
な
所
在
は
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
篠
文
の
解
律
論
争
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

ギ

ー
ラ

l
ン
地
方
が
ミ
巳
え
で
あ
れ
ば
必
然
的
に
周
溢
地
域
は

2
-
S伐
と
な
り
、
中
心
都
市
で
ミ
巴
巳
段
階
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
創
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、

4
m
E
U『
主
に
お
い
て
も
濁
自
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
他
方

2
-
4巳
と
認
定
さ
れ

れ
ば
中
心
都
市
に
唯
一
の
公
的
ア

ン
ジ
ョ
マ
ン
を
も
つ
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
み
で
、

周
遊
地
匝
守
o
z
r〉
に
は
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
結
成
権
は

(MC 

た
だ
中
心
都
市
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
一
名
の
代
表
を
迭
る
権
利
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
存
し
た
の
で
あ
る
。
州
ア
ン

な
く
な
り
、

ジ
ョ

マ
ン
選
暴
寅
施
の
援
助
に
テ
ヘ
ラ

ン
か
ら
涯
遣
さ
れ
て
い
た
こ
名
の
園
民
議
舎
代
議
土
を
通
じ
て
議
舎
が
ギ
l
ラ
l
ン
地
方
は

(
お
)

で
あ
る
と
の
認
識
を
停
え
た
こ
と
は
、
〉
間
引
回
σ
o
-
a
云
o
S
F田口
m
B
E
が

〈

m-mwu『曲一行



ラ
シ
ュ
ト
市
の
人
々
は
、
周
謹
の
地
域

(
S
Z
Z
C
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
解
睦
す
る
こ
と
は
多
く
の
不
幸
な
事
態
を
仲
う
、

多
く
の
血
が
流
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
地
域
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
は
周
港
都
市
の
非
難
を
招
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
彼

ら
は
、
恐
ら
く
周
迭
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
解
瞳
し
よ
う
と
す
る
専
制
源
(
5
0明

E
Z岳
ロ
)
の
狙
い
は
基
礎
を
破

J

壊
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
よ

少
な
く
と
も

く
理
解
し
て
い
た
〔

R
h
Z
1
ミ・同白
h
b
F
r
p
m
-
咽・
ω
〕。

と
記
す
よ
う
に
、

周
謹
地
域
の
既
設
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
強
制
閉
鎖
に
追
込
む
こ
と
を
意
味
し
た
。

「
有
力
者
や
指
導
者
公
民
ユ
ロ

0
2
5
3
が
;
:
:
〈
四
百
三
件
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
望
み
、
職
人
?
印
刷
ち
る
が
ミ
包
阜
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
欲

し
て
い
る
」
〔
anhr可
。
h
hミ白書・

3FN-
噸・
ω
〕
と
〉
同
g
f
o
-
-冨
o
g
w田口
m
B
E
、
が
捉
え
、

am己
主
側
に
加
措
し
た
∞
巾
ミ
包
〉
各
自
問
も

「
も
し
私
が

4
巳
削
百
円
で
あ
る
と
い
え
ば
農
民

ハ
E
z
f
g)
に
と

っ
て
危
険
で
あ
る
し
、
ミ
巴
白
円
で
あ
る
と
い
え
ば
地
主

(
g
t
z
r
g)
に
と

従
っ
て
、

ミ
也
氏

-
S
F百
円
論
争
は
、

っ
て
損
害
が
あ
る
」

〔
宏
之
島
託
手
?
豆
、
ョ
bh・w
w
m
r
-
Y

咽-
H

〕
と
述
べ
る
ご
と
く
、

立
憲
制
の
地
方
で
の
可
覗
的
制
度
た
る
公
的
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を

-175ー

め
ぐ
る
階
層
聞
の
封
立
を
そ
の
背
景
に
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

お

)

し
か
も
そ
の
選
奉
方
法
が
州
ア
ン
ジ
コ
マ
ン
法
が
規
定
す
る
普
通
選
奉
で
は
な
く
、
急
逮
階
層
別
選
奉
に
切
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
そ
の
存

立
の
合
法
性
へ
の
不
審
を
一
一
層
助
長
さ
せ
た
が
、
さ
ら
に
瑳
足
以
降
も
依
然
と
し
て
根
強
い
疑
念
を
掛
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
い

(

幻

〉

う
の
も
、
地
匝
ハ

gzr〉
代
表
の
一
二
名
な
い
し
は
一
四
名
が
ラ
シ
ュ
ト
の
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
参
加
し
な
か
っ
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
州
ア

ン
ジ
ョ
マ
ン
は
そ
れ
が
最
終
的
に
崩
壊
す
る
一
九

O
八
年
六
月
ま
で
一
貫
し
て
法
定
構
成
員
数
の
三
分
の
二
近
く
を
依
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
州
ア
ン
ジ
=
マ
ン
は
護
足
首
初
よ
り
、

一
二
の
地
匝

(日
与
と
}
〉
の

一
二
人
の
み
が
代
表
と
し
て

そ
の
中
心
が
ラ
シ
ュ
ト
で
あ
る
ギ
l
ラ
l
ン
・
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
出
席
し
な

と
く
に
同

g
B仰
と
明
口

58j
は
一
名
を
規
約
〔
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
法
を
指
す
〕
に
従
っ
て
、
選
出
し
出
費
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
〔
メ
ミ

3
3
4
s
s
~
p
f
-
N〕。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

551 

と
い
う
内
容
の
指
示
を
周
港
地
匝
(
こ
の
場
合
穴
8
5闘
の
住
民
宛
)
に
送
達
し
て
い
る
か
ら
、
代
表
涯
遣
に
闘
し
て
州
ア
ン

ジ
ョ

マ
ン
側
か
ら
の
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働
き
か
け
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、

地
匝
住
民
側
が
ア
ン

ジ
ヨ
マ
ン
結
成
の
既
得
権
を
根
援
に
代
表
を
迭
る
こ
と

を
桓
ん
だ
と
み
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し

一
方
で
〉
同
包
r
o
一'E
C
E
]
S
F
w
g
E
は、

ラ
シ
ュ
ト
の
園
民
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
こ
の
四
、

五
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
否
、
二

O
名
の
代
表
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
六
名
は
ラ
シ
ュ
ト
市
か
ら
、
他
は
附
属
都
市
や
地
匝
か
ら
の
は
ず
だ
。

一
盟
、
ラ
シ
ュ
ト
の
園
民
ア
ン
ジ
d

マ
ン
は
周
迭
の
代
表
を

い
や
い
や
、
彼
ら
は
招
請
し
て
こ
な
か

っ
た
し
、
招
請
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
。
現
在
、
絶
封
者
(
町
誕
百
釦

招
請
し
て
き
た
の
か
。

百
岳
町
)
で
あ
る

カ当

h 
;:，-e、
可。
~ 
Q 

相」

P の
よ数
::r人
23 が
み他
ι" 人
コを

連
れ
て
き
て

自
分
の
袋
に
鼠
を
入
れ
る
が
ご
と
き
何
の
歓
陥
、

何
の
不
足
が
あ
る
と
い
う
の

と
し
て
む
し
ろ
州
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
側
が
権
限
強
化
の
た
め
意
間
的
に
代
表
の
招
集
を
怠
っ
て
き
た
と
み
な
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ

が
「
重
要
な
問
題
」
と
し
て
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
議
事
に
上
程
さ
れ
て
い
る
し
〔
去の
器
pww
各
-
P
咽・乙、

ン
ジ
ョ
マ
ン
代
表
を
前
に
し
た
千
数
百
人
規
模
の
集
舎
の
席
上
、
ラ
シ
ュ
ト
の
一
二
の
非
公
的
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
が
共
同
で
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に

ま
た
一
九

O
八
年
五
月
八
日
に
州
ア

提
議
し
た
請
願
項
目
の
ト
ッ
プ
に
掲
げ
ら
れ
た
の
も
地
匝
代
表
を
早
急
に
ラ
シ
ュ
ト
に
招
集
す
べ
し
、

と
の
項
目
で
あ
っ
た

〔

RK一宮い官、。
N
'

-176ー

』門ミ
b

ヨ
wa

帥

Y
-
N
N
-
唱

-
N
l
ω

〕
。2 

州
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
と
他
集
固
と
の
関
係

従
前
よ
り
モ

ジ
ャ

l
ヘ
デ
ィ

l
ン
・
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
ロ
シ
ア
祉
舎
民
主
労
働
黛
や
ム

ス
リ
ム
祉
曾
民
主
黛
「
ヒ
ン
メ
ト
」
と
の
思
想

的
影
響
関
係
、

お
よ
び
イ
ラ
ン
祉
舎
民
主
焦
「
エ
ジ
ュ
テ
マ

l
ュ
l
ネ

・
ア

l
ミ

ユ
1
ン
」
と
の
組
織
的
関
係
な
ど
を
中
心
的
論
貼
と
し
て
研

究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
お
り
、
筆
者
も
不
充
分
な
が
ら
も
ラ
シ
ュ
ト
と
ア
ン
ザ
リ
ー
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
論
及
し
た

(

犯

〉

こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
と
の
相
互
関
係
に
焦
駐
を
絞
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
と
よ
り
州
ア
ン
ジ
ョ
マ

ン
は
ラ
シ
ュ
ト
の

そ
ジ
ャ

l
へ
デ
ィ

l
ン
・
グ
ル
ー
プ
の
動
向
を
系
統
的
に
報
道
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
だ
同
グ
ル

ー
プ
に
直
接
呼



び
か
け
る
=
C
忌
一
誌
=
紙
第
四
競
の
巻
頭
記
事
は
封
モ
ジ
ャ
l
へ
デ
ィ

l
ン
認
識
を
窺
う
上
で
剖
目
に
値
す
る
。

そ
こ
に
お
い
て
ま
ず
自
に
つ

く
の
は
、

モ
ジ
ャ

l
へ
デ
ィ

l
ン
を
説
明
す
る
の
に
「
園
民
の
自
由
の
擁
護
者
、
自
由
の
道
の
献
身
者
、
立
憲
制
の
紳
聖
な
基
礎
の
防
御
者
」

を
始
め
寅
に
一
七
に
の
ぼ
る
肯
定
的
、

と
い
う
よ
り
讃
美
に
等
し
い
名
稽
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
で
よ
う
や
く
そ
の
隊
列

「
純
潔
者
の
立
場
が
下
劣
で
不
嘗
な
存
在
に
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
不
名
血
管
の
汚
黙
を

除
き
、
神
聖
な
る
グ
ル
ー
プ
か
ら
追
放
す
る
」
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
〔
去
の
ま
タ
ロ
岱
晶
司
噸
-
H
〕
。
む
ろ
ん
過
剰
と
も
思
え
る
讃
僻
は
後
半
の
要

の
中
に
背
信
者
が
一
人
い
る
(
質
名
は
摩
げ
ず
)
か
ら
、

求
の
度
合
い
を
和
ら
げ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
綿
瞳
と
し
て
の
モ
ジ
ャ

l
ヘ
デ
ィ

l
ン
の
行
動
を
否
認
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
な
い
こ
と
だ
け
は
疑
い
な
い
。

他
方
、

モ
ジ
ャ

l
へ
デ
ィ

l
ン
側
は
「
書
簡
」

(
B品
5
3
と
い
う
表
題
の
下
に
、
道
路
の
補
修
、
馬
車
の
停
車
場
の
増
加
、
パ
ン
や
肉
の

い
く
つ
か
の
改
善
す
べ
き
問
題
を
州
ア
ン
ジ
ロ
マ
ン
に
間
接
的
に
要
望
す
る
と
同
時
に
、
と
り
わ
け
必
需
的
食
糧
品
が
高
騰

債
格
安
定
な
ど
、

し
た
要
因
の
一
つ
に
地
匝
代
表
の
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
へ
の
未
参
加
紋
態
を
指
摘
し
て
い
る

〔
会
ミ
ミ
豆
町
ム
ョ
田
町
・
晶
、
咽
-
品
〕
。

」
れ
は
地
直
代
表
の

-177ー

問
題
の
重
大
性
を
改
め
て
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、

た
だ
し
そ
ジ
ャ

l
ヘ
デ
ィ

l
ン
は
こ
の
問
題
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
に

も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
節
で
紹
介
し
た
、
地
匝
代
表
の
未
参
加
問
題
の
背
後
に
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
「
絶
劃
者
」
た
ら
ん
と

す
る
企
聞
が
あ
る
と
す
る
=
~
g
ミ
ー
ミ
・
内
お
お
さ
=
紙
の
記
事
と
封
比
す
る
な
ら
ば
、

双
方
の
論
調
の
聞
に
は
歴
然
と
し
た
差
異
が
感
知
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
と
モ
ジ
ャ

l
へ
デ
ィ

l
ン
・
グ
ル
ー
プ
は
互
い
に
若
干
の
批
判
を
投
げ
か
け
合
い
な
が
ら
も
、

各
々
の
存
在
を
根
底
的
に
攻
撃
し
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
共
存
の
絵
地
を
多
分
に
残
し
た
関
係
を
保
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
貼
は
別
の
角
度
か
ら
も
傍
詮
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

モ
ジ
ャ
l
ヘ
デ
ィ

l
ン
に
つ
い
て
全
く
無
視
す
る

Z
』

g
ミ
可
え
・
同
お
お
さ
=
紙
と

は
封
照
的
に
、
州
ア

ン
ジ

豆マ

ン
に
封
し
て
大
筋
に
お
い
て
1

l
時
の
経
過
と
と
も
に

や
や
手
厳
し
く
な
る
が
|
|
肯
定
的
な
態
度
を
採
る

z
h
q
b
h
刊
さ
・
同
句
、
尽
き
h
W
N
W
-

紙
は
、

し
ば
し
ば
紙
面
に
モ
ジ
ャ
l
へ
デ
ィ

l
ン
の
活
動
を
掲
載
し
〔
偽
記
白
ユ
ヨ
4
旬
、
高
若
b
h

・3
F品・咽
-
H
-
一

白

}
M

・
E-
噸-uu

こ
と
に
立
憲
制
の
擁
護
の
た
め
に
決
起
を
訴
え
る
記
事
中
で
、

代
議
士
や
ウ
ラ
マ
ー
な
ど
と
並
ん
で
、
神
聖
な
る

553 

日
}
M

-
H

P

咽・
ω
u
m
y
-
N
r
品・品〕、
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革
命
涯
(
同
巾
円
台
・
3
B
D包
注
目
的
ゐ

g
t
E
Bロ
)
、
社
曾
民
主
薬
涯
(
岳
町
日
生
百
ロ
'
m
n
曲目一同口口〉
一
に
言
及
し
て
い
る

〔R
h
a叫
道
内
何
宮
古
刷
勺
印
『
・

HN-qN〕。

こ
れ
ら
の
呼
稽
の
使
用
が
同
時
代
の
文
献
で
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
事
貫
は

ω巾
ヨ
丘
〉
目

r
E
h
と
モ
ジ
ャ

l
へ
デ
ィ

I
ン
と
の
交
流
関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

〉
ゲ
o-匂
阻
止
な
る
名
稿
を
冠
す
る
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
州
ア
ン
ジ
=
マ
ン
設
足
直
後
に
元
来
何
若
宮
島

苫

と

い
う
名
稽
の
組
織
と
し
て
護
曾
し
た
よ
う

そ
の
後
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
創
立
に
も
深
く
開
興
し
て
い
た

こ
れ
に
劃
し
て
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
へ
の
批
判
勢
力
と
し
て
登
場
す
る
の
が
ア
ボ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル

で
あ
る

〔公民
J

宮
可
。
N'』
門

RHNbFv・
5

5・
d
H
1N〕
が
、

〉同巾白
f
o
-
-
E
C
S
F田口
m
g宮
、
が
衣
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

ギ
I
ラ
l
ン
の
園
民
(
自
己
一
色
)
、

つ
ま
り
パ
ー
ザ
ー
ル
の
職
人
は
朕
況
を
こ
の
よ
う
に
み
た
と
き
、
自
ら
統
一
し
圏
結
し
、
そ
し
て
圏
結

の
力
で
か
か
る
詐
欺
的
行
掃
の
匪
力
に
屈
し
な
い
よ
う
に
す
る
し
か
な
い
と
考
え
た
。
パ

ー
ザ
ー
ル
の
職
人
は
何
度
も
普
い
を
立
て
、
結

-178ー

集
し
た
が
、
結
局
分
裂
を
徐
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
結
祉
の
う
ち
で
、
〉
ゲ
♀
匂
白
N
-
A
u
-
-
長
-E)山
田
ゲ
・
豆
町

σ
-
k
r
Z
吋
巴
与
に

良
き
信
念
を
も
っ
て
い
た
者
た
ち
は
、
こ
の
隼
き
存
在
に
も
は
や
分
裂
せ
ず
に
自
ら
を
守
る
と
誓
い
を
立
て
た
。
こ
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は

こ
の
離
で
〉
旦
O
B白
ロ
・
白
〉
σo--m，
阻
止
と
名
づ
け
ら
れ
た
〔
公
民
ど
い
官
、
。
N-MPNbp諸
島

-EOω
〕。

こ
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
従
っ
て
、

カ
ル
バ
ラ
l
の
悲
劇
で
殉
教
し
た
シ
l
ア
涯
第
三
代
イ
マ
l
ム
、

ホ
セ
イ
ン
の
異
母
兄
弟
ア
ボ
ル
・
フ
ア
ズ

よ
れ
ば
、

ロ
ル
・
ア

ッ
パ
ー
ス
に
誓
約
す
る
バ

l
ザ
l
ル
の
職
人
を
主
睦
と
し
た
集
圏
で
あ
っ
た
。

引
用
文
中
の
詐
欺
的
行
篤
と
は
、
そ
の
前
の
記
述
に

閣
と
む

ω
E
H
HR
2
5包
符
と
伺
と
む
冨
HHN間
宮
o
官
5
5包

HNZ仰
が
約
百
名
ほ
ど
の
自
ら
の
使
用
人
や
貧
し
い
職
人
に
三
ト
マ

l

ン
づ
つ
を
ば
ら
蒔
い
て
同
職
ギ
ル
ド
か
ら
の
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
代
表
権
を
獲
得
し
た
と
い
う
も
の
で
、
質
際
に
も
こ
れ
に
闘
し
て
は
こ
の
ア
ン

(

叩

)

ジ
ョ
マ
ン
の
メ
ン
バ
ー
は
州
知
事
や
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
執
劫
な
抗
議
行
動
を
繰
り
、
返
し
た
。
同
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
ラ
シ
ュ
ト
の
バ

1
ザ
l
ル

(

州

制

)

職
人
だ
け
で
な
く
、
周
謹
地
匝
に
も
一
四
の
支
部
分
roa-u
与
を
擁
し
、
「
一
高
五
千
人
の
盗
賊
と
山
賊
を
抱
え
て
い
る
」
〔
R
h
t
1
ミ
-hQNbF=

mv・
5
・咽
・ω
〕
と
い
う
流
言
が
飛
ぶ
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
勢
力
の
増
大
に
仲
い
、

「
地
主
や
有
力
者
や
ウ
ラ
マ

ー
を
装
う
者
た
ち
弓
巳
OB-



ロ
白
ヨ
削

'E〉」

〔aahE3.
。h
'
h
a
p
p
.
-
P
E
巾
・
品
〕
と
の
封
立
関
係
が
深
ま
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

さ
ら
に
ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
同
職
ギ
ル

ド
の
長
老
(
匂
同
H
h
g
R
Eロ
目
叩
ぷ
包
同
〉
三

O
名
が
職
人
と
の
従
属
関
係
(
自
己
-u
ろ
が
断
ち
切
ら
れ
た
と
考
え
、

ア
ボ
ル
・
フ
ア
ズ
ル

・
ア

ン
ジ
ョ

マ
ン
の
メ
ン
バ
ー
と
の
年
季
の
差
を
誇
示
す
る
た
め

烈
与
可
な
る
名
稿
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
創
っ
て
こ
れ
に
劃
抗
す
る
と
い
う
事
態
が
現
出

し
た
〔
a
阿
古
1
0
N
'
H門
お
お
き
ヘ
w
m
y
ェ
・
引
品
〕
。

こ
う
し
た
肱
況
の
な
か
で
、
州
知
事
〉
SHH'm
〉‘

E
B
は
ア
ボ
ル
・
フ
ア
ズ
ル
・
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
騒
凱
(
伊
丹
ロ
与
の
元
凶
と
み
な
し
、

九

O
七
年
一
一
月
二
日
間
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
中
心
メ
ン
バ
ー
、
小
作
料
不
排
い
や
繭
引
渡
し
垣
否
な
ど
に
多
数
の
農
民
を
糟
導
し
た
「
ガ
ラ
ス

屋
」
(
日

r
z
Z
T
Zる
の
何
回
古
B
と
「
町
騒
が
せ
屋
」

(mzrH'EM口
σ)
の

ω巾
ヨ
包

F
E
の
雨
名
、

同
ア

ン
ジ
ョ
マ
ン
の
責
任
者
の
「
長
靴

屋
」ー

(
ピ
仙
台

-
Z
E
)
の

z
g
r
E岳
〉
的
色
。
ロ
岳
、
冨

g
v
E門
同
日
明
ゲ
同
削
ゲ
回
目
、

(
日
牡
〉

〉同唱曲
σo-'冨
o
S
E
-
-開
B
E
の
六
名
を
逮
捕
、
公
開
で
俸
打
ち
刑
に
慮
し
た
上
で
、
投
獄
・
拘
留
し
た
。

彼
ら
は
一
切
の
面
舎
を
断
た
れ
、

四
五
日
後
に
よ
う
や
く
穫
放
さ
れ
た
〔

zh
E
1
ミ・

h
a
F
33
F

5
唱∞〕
。
こ
の
事
件
は
言
論
の
自
由
へ
の
抑
匪
と
し
て
首
都
の
急
進
波
新
聞

(

必

)

紙
上
に
お
い
て
も
反
響
を
呼
び
、
〉
同
明
白
}

V

O
]
'

冨

oSE--冊目
E
は
樟
放
後
テ
ヘ
ラ
ン
に
赴
き
、
同
地
で
土
h
v
ミ
可
。
F
h
E
hH3H=
紙
を
績
刊

し
、
知
事
の
不
嘗
な
行
掃
を
弾
劾
し
た
。
一
時
的
に
後
退
を
強
い
ら
れ
た
ア
ボ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
・
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
も
〉
B
HHゐ
〉

n
g
g
の
僻

179ー

ハロ
門口
曲目

'
E
C
の
富
。
官
2
5
包
、

「レ

l
ス
職
人」

そ
し
て

職
以
降
、
再
び
影
響
力
を
盛
り
返
し
、
州
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
に
劃
す
る
最
大
の
匪
力
圏
瞳
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が

一
九

O
八
年
三
月
二
ハ
日
に

冨
同
包

メ

Z

同
F

E

N
白
古
門
主
'
U
S
F
が
州
知
事
に
就
任
す
る
や
事
態
は

一
時
現
し
た
。
そ
の

こ
と
は
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

〉時制国

σ

。-aEO丹印
E-rsz
は
州
ア
ン
ジ

a
マ
ン
を
批
剣
す
る
際
に
そ
れ
ま
で

用
い
て
き
た
慎
重
な
手
法
を
破
り
、
自
ら
を
原
告
と
し
て
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
議
長
を
告
援
す
る
記
事
を
掲
載
し
た
〔
R
h
F
R
V
3
F
hミ
b
p
J
Y
-
N
N・

伊品〕
。

こ
れ
を
受
け
て
州
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
は
州
知
事
に
射
し
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
代
表
、
市
政
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
代
表
、
ご
一
の
非
公
的
ア
ン
ジ

ヨ
マ
ン
の
代
表
、
州
の
有
力
者
な
ど
か
ら
成
る
審
問
集
舎
の
開
催
を
要
請
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
五
月
二
五
日
に
聞
か
れ
た
集
舎
に
お
い
て
、

t~gミ可。
h
a
h
b
N
b
N
ヨ
ご
紙
を
停
刊
慮
分
に
付
す
る
決
定
が
全
舎
一
致
で
採
揮
さ
れ
た
〔
2C出

her--
F
H
N
-
引品〕
。

555 

こ
の
審
議
の
過
程
で
尋
問
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者
の
役
割
を
演
じ
た
付
与
可

a
b
o
c
r
は
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
代
表
を
肯
定
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
新
聞
記
事
を
肯
定
す
る
の
か
、

の
二
者

揮
一
を
各
々
の
代
表
に
迫
っ
た
が
、
唯
一
態
度
保
留
を
表
明
し
て
い
た
ア
ボ
ル
・
フ
ア
ズ
ル
・
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
代
表
で
さ
え
最
終
的
に
は
州

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
代
表
の
言
い
分
、
か
正
し
い
こ
と
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
襲
化
は
何
よ
り
も

N
白吉岡
O
仏
{
〉
O
C
Z

の
立
憲
涯
政
治

(

州

制

)

家
と
し
て
の
名
撃
と
、
自
身

ω白
片
山

a

〉
『
と
名
乗
る
ネ
エ
マ
ト

ッ
ラ
l
ヒ
l
教
圏
の
フ
ァ
キ
l
ル
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
彼
個
人
の
経
歴
や

倫
理
性
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
嘗
の
〉
か
与
i
o
-
-
冨
O
件
同

E-rsz
か
ら
し
て
前
知
事
へ
の
評
債
と
は
打

っ
て
繁
わ
っ
て

判
島
月
色
・
ロ

ocF
を
「
立
憲
涯
の
公
正
な
知
事
」
で
あ
り
、
彼
が
「
賞
者
(
向
。
官
同
町
〉
と
弱
者

(NEE-)
大
衆
の
安
寧
を
貫

現
し
よ
う
」
と
の
確
信
を
公
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
〔
R
h
r
u弓又・』
C
Eヨヘ

upH∞・胡・
6
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
農
民
の
地
主
に
劃
す
る
、
職
人
の
ギ
ル
ド
親
方
に
劃
す
る
、

よ
う
な
垂
直
的
な
祉
舎
シ
ス
テ
ム
を
乗
り
越
え
る
封
自
的
な
階
層
開
闘
争
と
割
り
切
っ
て
し
ま
う
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
立

憲
制
の
導
入
を
契
機
に
小
作
争
議
や
課
税
へ
の
抵
抗
な
ど
の
経
済
的
利
害
の
劃
立
が
頼
在
化
し
、
そ
れ
が
公
的
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
を
め
ぐ
る
抗
争

モ
カ
ッ
レ
ド
の
モ
ジ
ュ
タ
ヘ
ド
に
謝
す
る
反
抗
は

そ
の

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
政
治
的
な
護
言
の
場
を
確
保
す
る
運
動
へ
と
蹄
結
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
先
に
燭
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
示
唆
す
る

-180ー

ご
と
く
そ
れ
ら
が
容
易
に
終
息
に
向
か
っ
た
の
は
、
そ
の
矛
先
が
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
資
質
、
と
り
わ
け
倫
理
性
に
向
け

(
H
H
)
 

ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
「
職
人
・
同
職
ギ
ル
ド
・
農
民
か
ら
成
る
園
民
大
衆
念
日
口
B'O
白
骨
包
l

司
自
己

E
ど

を

書

き
手
と
す
る

-
-
Pヨ
包
〉
印
可
え
の
創
作
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
1

1
書
簡
の
一
節
は
鮮
明
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。

全
て
は
人
聞
が

B
O』

g
r
E
で
あ
る
か
、
用
心
(
め
伊
丹
ぞ
削
む
し
て
行
動
す
る
か
、
あ
る
い
は

2
0官

za
で
あ
る
か
の
義
務
を
負
っ
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
我
々
哀
れ
な
大
衆
は
用
心
の
諸
傑
件
を
知
ら
な
い
し
、

ま
た

B
O』

sra
で
も
な
い
。
神
か
け
て
我
々
は
ア
ッ

ラ
l
の
言
葉
に

B
o宮

za
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
我
々
は
カ
ル
パ
ラ
!
と
ナ
ジ
ャ
フ
に
住
ま
わ
れ
、
世
俗
の
楽
し
み
と
い
え
ば

た
だ
「
井
戸
の
水
と
大
褒
の
パ
ン
と
ア
リ
l
廟
へ
の
参
詣
」
に
満
足
し
て
お
ら
れ
る
方
々
の
目
。
官

--a
で
あ
る
。
我
々
は
一
一
一
階
建
て
の

邸
宅
を
所
有
し
な
い
し
、
八
千
ク

l
テ
ィ
!
の
米
を
不
嘗
に
手
に
入
れ
な
い
よ
う
な
、
そ
し
て
高
利
貸
し
を
行
な
わ
な
い
よ
う
な
方
々
の
、



立
憲
制
に
反
す
る
者
は
全
き
不
信
仰
者
と
お
書
き
に
な
っ
た
方
々
の
、
パ
ハ

l
レ
ス
タ
ー
ン

〔
議
事
堂
所
在
地
〕

は
園
民
の
櫨
利
の
擁
護

者
・

シ
ャ
リ
l
ア
の
権
限
の
強
化
者
と
お
書
き
に
な
っ
た
方
々
の
〔
目
。
ρ
丘
一
主
で
あ
る
。
〕

〔

R

弓n
H
h

判事、旬、
V
R
ヨミ・

3

凹

r
-
N
O
W
制

-
M〕

結
び
に
か
え
て

以
上
の
、

と
り
わ
け
第
二
重
と
第
三
章
の
考
察
か
ら
確
認
し
え
た
諸
貼
を
再
整
理
し
、
併
せ
て
地
域
住
民
に
と
っ
て
立
憲
制
施
行
が
も
っ
て

い
た
意
味
を
再
度
概
括
す
る
こ
と
で
結
び
に
か
え
た
い
と
思
う
。

ω州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
護
行
紙
の
議
事
録
を
み
る
限
り
、
討
議
内
容
は
大
き
く
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
州

内
全
般
に
係
わ
る
諸
問
題
の
解
決
と
統
一
的
規
準
の
作
成
で
あ
り
、
第
二
は
個
別
的
な
係
争
問
題
が
訴
献
や
上
申
書
の
形
式
で
州
ア

ン
ジ

ョマ

ン
に
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
擢
力
側
の
不
正
行
帰
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
た
と
き
に
審
議
・
料
到
底
さ
れ
る
ケ
I
ス
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
州
ア
ン

ジ

ョ
マ
ン
は
地
域
住
民
開
、
ま
た
住
民
と
知
事
を
頂
黙
と
す
る
擢
力
機
構
と
の
聞
で
仲
介
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
意
園
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
地
主
|
農
民
間
の
関
係
調
整
に
典
型
的
に
表
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
意
園
、
つ
ま
り
は
全
住
民
が
承
服
で
き
る
よ
う
な
解
決
策
を
提
示

し
、
そ
れ
を
寅
行
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
州
ア
ン

ジ
=
マ
ン
代
表
が
奮
来
か
ら
の
地
方
有
力
者
で
あ
司
た
こ
と
、
執
行

-181ー

機
闘
を
長
期
聞
に
わ
た

っ
て
依
如
し
て
い
た
こ
と
、
安
定
的
な
財
政
基
盤
を
確
保
し
え
な
か
ア
た
こ
と
な
ど
に
起
因
し
て
い
よ
う
。

ω州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
へ
の
批
剣
の
中
心
的
論
貼
は
し
か
し
、
右
記
の
よ
う
な
構
造
的
弱
黙
に
の
み
焦
黙
が
絞
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
州
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
法
の
規
定
す
る
法
制
的
枠
組
か
ら
現
賓
の
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
い
か
に
逸
脱
し
て
い
る
か
否
か
に
存
し
た
。
と
い
う
の
も
、
州
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
の
支
持
者
・
批
判
者
を
問
わ
ず
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
な
る
も
の
は
「
公
的
」
機
関
と
し
て
園
民
議
舎
と
連
携
し
、
知
事
権
力
を
監
視

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
共
通
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
争
は
ギ
1
ラ

l
ン
地
方
が
ミ
巴
尽
か

4
己
主
主
か
と
い
う
篠

文
解
穫
に
端
を
費
し
た
が
、
こ
と
に
地
直
住
民
が
抱
い
た
根
本
的
な
危
倶
は
既
設
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
解
瞳
を
徐
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
ま
た
地
匝
代
表
が
州
ア
ン

ジ
ョ
マ
ン
に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
合
法
性
に
一
一
層
の
不
審
感
を
高
め
る
要
因
と
な
っ
た
。

557 



558 

ラ
シ
ュ
ト
の
モ
ジ
ャ

l
へ
デ
ィ

l
ン
は
意
想
外
に
も
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
と
基
本
的
に
は
共
存
し
う
る
関
係
を
保
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
と
は
封
照
的
に
ア
ボ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
と
稽
す
る
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
地
方
有
力
者
に
領
導
さ
れ
る
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
批
判
的
な
立
場
を
採

っ
た
。
パ
ー
ザ

ー
ル
職
人
を
主
髄
と
し
、

農
民
層
に
も
影
響
力
を
褒
揮
し
た
こ
の
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
も
知
事
の
交
替
に
伴
い
、
園
王
に
よ
る
ク

ー

デ
タ
の
直
前
に
は
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
代
表
支
持
を
言
明
し
た
の
で
あ
る
。

例
首
都
に
お
け
る
立
憲
制
の
闘
趨
が
し
ば
し
ば
重
大
な
関
心
を
呼
び
嗣
覚
ま
し
た
と
は
い
え
、
地
方
紙
を
讃
む
限
り
、
地
域
住
民
の
日
常
的
な

闘
心
は
、
憲
法
や
議
舎
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
に
で
は
な
く
、
彼
ら
の
日
々
の
生
活
に
係
わ
る
領
域
で
の
改
善
、
あ
る
い

は
不
嘗
に
扱
わ
れ
た
自
己
の
権
利
の
回
復
や
不
正
の
告
援
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
寄
せ
ら
れ
た
無
数

の
訴
状
や
上
申
書
と
な
っ
て
現
象
し
た
が
、
農
民
騒
動
や
ア
ボ
ル
・
フ
ア
ズ
ル
・
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
動
向
に
み
ら
れ
る
階
層
的
な
、
あ
る
い
は

究
極
的
に
は
個
人
に
ま
で
還
元
さ
れ
う
る
権
利
主
張
は
、
従
前
か
ら
の
垂
直
的
な
祉
曾
的
結
合
開
係
に
脅
威
を
興
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
秩
序
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
て
「
園
民
の
統
ご
を
再
三
持
ち
出
し
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
よ

-182ー

う
な
脅
威
が
知
事
の
交
替
に
よ
っ
て
解
消
の
方
向
に
向
か
っ
た
背
景
に
は
、
階
層
的
な
権
利
の
主
張
で
さ
え
祉
曾
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
よ
り
、

む
し
ろ
個
人
の
倫
理
性
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ギ

l
ラ
l
ン
州
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
地
方
に
必
ず
し
も
安
賞
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
そ
れ
ゆ
え
、
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
関
す
る
総
合
的
な
議
論
は
、
他
地
方
に
お
け
る
事
例
研
究
の
蓄
積
や
そ
れ
ら
と
ギ

l
ラ
l
ン
州
の
例
と

の
比
較
検
討
の
作
業
を
経
て
初
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
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der

n
 Per-

sia
，
 Ca
m
b
r
i
d
g
e
，
 1914

，
 p.26. 

〈
也
〉
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司
「
一

1ト
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苦
~
~
告
訴

!と
Qi
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一
気
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J
ν
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ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
崩
壊
に
瀕
し
、
閲
も
な
く
消
滅
の
淵
に
立
た
さ
れ
よ

う
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

〈
ロ
)
】
与
問
口
問
司
ω
白
『
巴
℃
・
℃
口
♂
之
内
刊
司
N
'
z
d
a
弓
削
君
、
町
、
B
E
Q
内
9
N
E
-

M
N
g
r
F
H
ω
斗

C

同内
}
d
J
d
・
5
・

(
臼
〉
た
と
え
ば
加
賀
谷
寛
氏
の
最
近
の
二
論
考
、
「
革
命
朕
況
と
誘
致
者
」

『
オ
リ
エ
ン
ト
』
三
一
一
一
一
一
(
一
九
九
O
〉
、
「
情
報
と
イ
ス
ラ
ム
世

界
」
『
歴
史
皐
研
究
』
六
二
五
(
一
九
九
一
)
を
参
照
。

(日比
)

J

F

}

V

U

可
削
〉
町
三
口
l

匂口吋
-
b
H
匂
R
H
F
N
W
H
h

ミ州司
NNH
勺同
1hw
ユb
b
'
内』
u
o

句
白
内
'
内
与
、
白

~v

向、e
-
h聞
w
印同
F
o
p
-

吋
o
r
H
削P
H
ω
印、吋穴
}
f
F
N
・
d
・
2
・

ま
た
呂
・
河
内
凶
}
戸
ヨ
出
P

会〉
ω
H
N
〉明，

O
H
F
〉
ZHuww

尚
道
内
心
主
口
k
v
R
n
m
Q

ヤ
ミ
丸
町
白
・

5
一・戸

r
R-∞
と
そ
の

E
E
o
m
g
Z
可
も
参
照
。

(日
)

J
く
お
旬
開
遺
品
句
、
尽
司
Nbhuw

紙
第
九
貌
J
第
二
二
一
抗
に
掲
載
さ
れ
た
詩

の
多
く
は
、
回
H
D
垣
見
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
注
目
さ
れ
、
立
憲
革
命
詩

の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
そ
の
著
作
に
縛
載
、
一
部
は
英
誇
さ
れ
て
い
る
。

切
H
G
耳目
P

。、・円帆
H
J
U
匂
-
H
∞N
l
N
C
C

(日山
)
H
N
同宮口
D-

色刷、，
Q
H
・
?
同
号
制
w偽札
4
旬、
h
g
L
-
N
0
・

(
ロ
)
同
耐
え
ひ
に
よ
れ
ば
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
州
ア
ン
ジ
ヲ
マ
ン
は
そ
の

創
設
(
一
九

O
六
年
一

O
月
)
か
ら
閲
も
な
い
頃
に
、
金
曜
日
以
外
の

毎
日
開
舎
さ
れ
、
人
々
の
上
申
や
請
願
(
ピ
忠
N

O

S
川田

--o自
営
〉
を

調
査
す
る
ご
般
禽
議
」

(
5
3
一
目
印
巾
ザ
ヨ
ロ
ヨ
同
〉
と
い
う
名
の
下
部
組

織
を
設
置
し
た
し
、
ま
た
た
み
ミ
。
追
わ
詰

3

紙
上
に
も
抑
慶
や
専
制
を
告

設
す
る
「
吋
白
川
白
ご
0
5同
門
」
な
る
表
題
の
特
別
欄
が
設
け
ら
れ
た
と
い

う

(HN
阻
止
倫
ア
。
hv
・円
H.H
・-
4

・企
l
品N-

ロ
乙
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ゼ
ル
パ
イ

ジ
ャ
ン
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
英
露
協
商
の
締
結
や
ベ
ル
ギ
ー
人
の
税

関
・
郵
便
業
務
へ
の
任
用
な
ど
の
政
治
色
の
濃
い
問
題
を
討
議
し
た

(凡な札
-w
噸
-
H

ミ
ー
エ
∞
)
の
に
封
し
、
ギ
l
ラ
l
ン
州
の
そ
れ
は
議
事
録

に
み
る
限
り
で
は
圏
内
政
治
に
関
連
す
る
問
題
は
一
切
議
題
と
し
て
取

り
上
げ
な
か
っ
た
。
こ
の
黙
で
は
ギ
l
ラ
l
ン
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
、

州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
「
政
治
問
題
に
つ
い
て
議
論
す
る
権
利
を
有
し
な

い
」
と
定
め
た
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
法
第
一

O
三
僚
に
忠
寅
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

(
叩
日
)
農
民
騒
動
の
具
鐙
的
な
愛
生
状
況
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
稿
、
四
二

頁
、
表
1
参
照
。

(
m
U

〉
河
田
宮
ロ
0
・〉

ha守
問
、
中
ミ

Q
h
p
t由・

(
却
)
一
『
・
〉
P
3
J
R，司白血印恒三

H
N
O
ゲ己
-HC
ロ目。同

H
r
刊
の
目
的
問
比
国
ロ
同
N
o
m
-
o
ロ

円
山
口
江
田
間
任
命
同
叶
由
同
阿
佐
ロ
(
リ
0
ロ
丘
町
三
芯
口
弘
知
0
4
0
-
E
-
o
p
H
由
。
∞
1
5

0

由¥
w

H
W
N
H
s
j
n
N
足
。
望
丸
、
。
ミ
i
h
N
N

。弘司〉九州民叫礼守

N
w
n
a
h
叫H
R
h
同な
h
w
M
ω

(
H
3
5
・
宅
-
H
日
l
H
E
-

こ
れ
ま
で
関
却
さ
れ
て
き
た
革
命
期
に
お
け

る
農
民
問
題
に
照
明
を
嘗
て
た
こ
の
論
考
は
、

R
k
g
k
。若

3
4ミ
ミ
弓

紙
第
一
一
抗
枚
載
の
議
事
録
に
依
っ
て
地
主
|
農
民
問
題
の
討
議
全
陸
が

微
温
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
が
、
た
だ
紹
介
さ
れ
て
い
る

議
題
は
結
婚
許
可
料
な
ど
の
慣
行
間
義
務
の
可
否
が
中
心
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
議
題
は
そ
の
後
も
長
時
間
議
論
さ
れ
た
末
に
、
五
階
層
の
五

O

人
か
ら
構
成
さ
れ
る
特
設
委
員
舎
で
再
議
さ
れ
る
こ
と
と
決
定
さ
れ
た

今
メ
ミ
。
ョ

S
ぬ
ミ
ミ
p
v
u
p
ω
w
m
・
3
が
、
他
史
料
か
ら
剣
明
す
る

限
り
で
は
附
加
税
の
廃
止
や
結
婚
許
可
料
の
軽
減
な
ど
の
部
分
的
改
善

策
の
み
が
決
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
(
河
与
5
0・
ミ
E
マ
ぬ
守
支

の
に
b
p
胡
・

8
〉。

(
幻
)
メ
ミ
。
ョ

3
4
ミ
匙
刷
切
沼
田
『
・
品
・
4

・N

で
は
「
小
作
料
を
農
民
が
地

主
に
支
梯
う
ベ
し
」
と
の
指
示
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
州
ア
ン
ジ
ョ

-184ー
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(
お
〉
〉
号
、
言
ご
み
ミ
ミ
a
k
p
p
胡
・
同
月

Ma-M∞日
・

(

M

)

州
ア
ン
ジ
ョ
マ

γ
法
第
一
一
七
J
一一

一O
僚
の
規
定
に
よ
る
。
&
え
・
・

ω
日∞
HlN∞
M.

(お〉

a
a

』
門
ど
兄
、
。
Fhnと
営
再
¥
w
m
T
・日
・哨

H
I
N
-
A
A
a
弓
E
叫
遺
品
句
ど
ヨ
臼
N

・3

的

r
-r
胡-
N

が

a
ミ
ミ
F
M・-
紙
か
ら
引
用
す
る
と
こ
ろ
広
よ
れ
ば
、
ギ

l
ラ
l
ン
地
方
が
〈
巾

-S主
で
あ
る
こ
と
の
賛
否
が

一
九

O
七
年
八
月

二
三
日
に
薗
民
議
舎
で
採
決
さ
れ
、
賛
成
七
二
票
、
反
射
六
票
、
棄
権

二
票
で

〈己副
司
え
に
決
定
さ
れ
た
と
い
う
。

(
お
)
た
だ
し
選
盟
申
権
有
資
格
者
は
、
同
法
第
六
僚
に
よ
る
と
蛍
一
該一
の
州
に

土
地
な
い
し
は
家
屋
を
所
有
し
、

直
接
税
を
支
梯
っ
て
い

る一

二
歳
以

上
の
イ
ラ
ン
園
籍
を
も
っ
男
性
に
限
ら
れ
た
。
選
壁
掛
値

・
被
選
摩
様
な

ら
び
に
選
翠
方
法
に
つ
い

て
は
、
」ずい『。
島
知
除
雪
印
ミ

ミ

ミ

E
-
咽

N叶
Nl

N
J可印・

(幻〉

こ
の
事
質
と
そ
れ
が
字
む
重
要
性
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
筆
者
は

「
地
区
代
表
は
ラ
シ
ュ
ト
に
お
い
て

一
八
人
の

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
二
四
名
に
な
ら
ね
ば
な

ら
な
い
」
(
河

ωtso--AEマ
品
川
町
s

ミ

9
お
夕
日
怠
)
と
い
う
記
述

を
銭
り
所
に
、
「
:
;
:
ラ
シ
ュ
ト
代
表
六
名
と
地
区
代
表
の

一
八
名
を

含
め
て
、
二
四
名
で
構
成
す
る
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
が
誕
生
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
」
(
前
掲
拙
稿
、
四

一
頁
〉
と
記
し
た
。
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The mobilization of cultivators on irrigated fields provided the govern･

゜ent with a steady labour supply without seasonaトshortages.　　In th（

Priangan area, well-irrigated fields allowed wet-rice cultivation to start an>

time during the year, freeing such cultivation from dependence on th（

vagaries of the monsoon.　However, the most crucial and labour-intensive

period in slash-and-burn cultivation coincided with that of coffee cultivation

at the end of the dry and beginning of the rainy season｡

　　　

Through the establishment and promotion of the irrigated-fields metho（

of cultivation, the voc government and its colonial dependants came to ai

accord in matters of cultivation. As ａ result of this accord, Priangan loca

society abandoned its traditional agricultural calendar and began to depenc

on the Dutch colonial imposition.

THE IRANIAN CONSTITUTIONAL REVOLUTION

　　　　　　

AND Ａ LOCAL COMMUNITY

　　　　

―The ProvincialAnjoman of Gilan―

KURODA Takashi

　　

Faced with the increasing development of aniomans in the capital ａｎ（

major cities, in May 1907 the First Iranian National Assembly promulgate(

the law of provincial anjomans 〔qanun-e anjoman-ha-ye eyalati o velayati)

This law classified anjomans into two types: “Ｏ伍cial" anjomans, whicl

were invested with aｕχiliary functions to the local administration, ani

“unofficial” or “popular” anjomans.

　　

With the exception of Adharba'ijan, little research was been devoted t，

these official ｐｒｏ▽incial anjomans.　This paper discusses some aspects of thi

provincial anjoraan of Gllan as ａ case study. Using as ａ source base loca

newspapers of that era, such as Ａｎｊｏｍａｎ-ｅ　Ｍｅｌｌｉ-ｙｅ　Ｖｅｌり“ｎ‘ｙｅＧｉｌａｎ、

Ｇｉｌａｎ（both published by the provincial anjoman itself), Ｋｈｅｙｒol-Ｋａｌａｍ

Ｎａｓｉｍ-ｅＳｆｉｅｍａｌand ＭｏｉａｈｅｄI conclude the following:

　

1）Ｔｈｅ topics debated by the anjoman can be divided into two
categories

the general problems of the province, ０ｎ the one hand, and on
the othe
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hand, individual claims for redress of oppression and injustice suffered

under the authorities. Despite efforts to mediate between the populace and

the provincial authorities, the anjoman were unable to devise satisfactory

solutions to certain subtle problems. Most of the difficultiesresulted from

the seizure and monopolization of leadership by certain influences, as well

as the lack of both an ｅχecutive organization and ａ stable 丘nancial base｡

　

2) Criticism of the anjoman focussed on its legitimacy with both suppor-

ters and opponents sharing the view that the provincial anjoman should be

instated as ａｎ“official"institution representing the province.　Behind the

dispute over whether Gllan corresponded to an eyalat or ａ velayat, lay the

apprehension, especially apparent among the district(boluk) dwellers, that

the newly formed anjoman might close the anjomans they themselves had

set up.　At the same time, it was the absence of district delegates from

the provincial anjoman that increased the people's doubts of its legitimacy｡

　　

In contrast to the compatible relationship that existed between the

anjoman and the Mojahedin group of Rasht, the latter was keenly critici-

zed by an anioman called Abol-Fazl, who was supported by the office of

governor-general by Zahir od-Doule, however, this anjoman also came to

support the standpoint of the provincial anjoman｡

　

3) Although it is true that the controversy over the constitutional regime

that took place in Tehran sometimes drew the attention of the provincial

populace, these latter in general were more interested in the improvement

of their daily lives and the redress of injustice and despotism.　Such

assertions of personal or class interest were a serious threat to the ｅχisting

social structure, but these appear to have been focussed on the morality

of individuals who were deemed to be corrupt or despotic, rather than on

the social structures themselves.
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